
県
立
文
書
館
所
蔵
・
安
佐
郡
吋
役
場
文
書
「
八
木
村
旧
記
諸
控
帖
」
参
考
資
料
（
令
和
5
.
1
.
7
)
5

①
中
島
本
町
対
馬
屋

到
馬
屋
正
次

醤
邪
加
計
町
）

／

初
代
正
兵
衛
ハ
山
縣
郡
ー
計
村
の
産
り
、
父
を
重
三
郎
と
い

ふ
、
先
祖
よ
り
六
代
の
戸
町
＇

応
住
し
農
業
す
、、
後
加
計
村

＞
、

に
別
居
す
、
正
兵
衛
賓
暦
十
二
年
嘗
地
に
来
り
、
明
和
五
年
郎
今

し

の
家
を
も
と
め
住
宅
す
、
二
代
目
正
兵
術
虹
立
紐
5
虹
紐
―
二
代
目

か
＼
応

今
の
正
次
郎
な
り
、
文
化
十
互
年
金
千
雨
を
奉
る
、
十
二
人
扶
持

を
た
ま
ハ
り
年
頭
御
目
見
す
、
代
々
端
も
の
紙
商
ひ
を
業
と
す
、

¢

＿
二
（
『
新
修
広
島
市
史
』
第
六
巻

資
料
編
そ
の
一
）

②
八
木
村
八
幡
社

ヽ

光含

ひ
ろ広

神

社

（
旧
称
）
光
広
八
幡
宮

安
佐
南
区
八
木
三
丁
目
二
六
ー
一
六

（
可
部
線
梅
林
駅
西
三
五

0
米）

祭

神

尉

馨

年

間

鬱

岱

‘

尉

言

奇

‘

〔

相

殿

神

〕

碍

髯

薗

‘

即

叫

峠
年
‘
ぁ
租
釦
奴
耐
‘
如
え
函
記
匹
如
‘
叩
的
衝

例

祭

十

月

十

九

日

本
殿
三
間
社
流
造
、
鋼
板
葺
（
間
口
三
間
一二尺、

奥
行
二
間
三
尺
）
昭
和
八
年
再
建

付
属
社
殿
幣
殿
（
ニ
・
一
五
坪
）
、
拝
殿
（
二

0
坪）、

神
楽
殿
（
七
・
六
坪
）
、
手
水
舎
（
三
・
七
五
坪
）
、
鳥

吾
一
基

「
蛇
王
池
」
と
「
上
楽
地
」

八
木
村
の
地
名

の

七
、
地
名

彼
の
大
蛇
の
首
が
刀
め
に
落
ち
た
処
を
、
大
蛇
の
首
を
斬
つ
た
そ
の
太
刀
が
延
ん
で
此
処
に
首
が
落
ち
た
と

＼

ネ
＇

1
—

'

ま
う
き

言
ふ
音
媒
で
太
刀
延
と
言
ひ
、

二
度
目
に
飛
び
入
っ
た
処
を
、
大
蛇
の
首
か
ら
流
れ
出
る
血
加
審
の
よ
う
に
引

'、ほ
う
き
み
そ

＇

い
て
飛
び
入
っ
た
と
言
ふ
意
味
で
審
溝
と
言
ひ
、
最
後
に
飛
び
入
っ
た
処
を
、
大
蛇
の
首
が
深
く
隠
れ
入
っ
て

池
の
如
く
に
な
っ
た
と
言
ふ
音
涵

5
汁
顧
四
紺
）
と
称
し
て
亙
釦
ーし
た
が
、
其
後
宝
暦
年
中
迄

5
司
汀
剥
叩
引
お

も

み

ま

つ
て
、
板
に
乗
っ
て
籾
を
播
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
板
に
乗
っ
て
播
種
す
る
程
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
ほ
深
い
泥
田
で
あ
っ
て
、
此
の
度
大
蛇
の
妙
塔
を
建
設
す
る
為
め
に
其
の
基
礎
工
事
の
際

一
丈
（
約
三
メ
ー
ト
ル
）
余
り
の
松
の
丸
太
木
が
沈
ん
で
し
ま
ひ
ま
し
た
。
又
所
々
に
深
田
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

う
が

は
大
蛇
が
狂
ひ
廻
つ
て
地
を
穿
つ
た
為
め
で
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
其
の
蛇
王
池
は
広
浜
線
（
可
部
線
）
の

ょ

梅
林
駅
よ
り
約
一
丁
（
約
百
十
メ
ー
ト
ル
）
計
り
北
に
当
る
谷
間
の
よ
う
に
な
っ
た
水
田
で
あ
り
ま
し
て
、
交
通

ー

だ
ろ

至
便
の
地
で
あ
り
ま
す
。
爾
来
是
れ
に
因
つ
て
此
の
部
落
を
蛇
落
地
と
称
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
後
に
記
路
に
よ

l

|

l

l

l

l

 

つ
て
上
楽
地
と
書
き
改
め
ら
れ
ま
り
が
。

又
勝
雄
の
母
親
は
八
幡
大
菩
薩
の
熱
心
な
信
仰
家
で
あ
り
ま
し
た
の

で
、
従
っ
て
其
の
感
化
を
享
け
、
勝
雄
は
八
幡
大
菩
薩
を
守
護
神
と
し
て
信
仰
し
て
ゐ
ま
し
た
。
（後略）

入

ぃ
ふ
品
劉
ユ
如
飼
弓
品
囮
邑
副
晶
人
氏
収
集
文
書
i
9
8
9
l
o
-1
5

0

9

)

④
 

C

)

 

香
川
勝
雄
の
大
蛇
退
治
こ
の
よ
う
に
阿
武
山
、
観
現
山
に
は
古
く
か
ら
の

観
音
ゆ
か
り
の
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
信
仰
を
―
つ
の
物
語
に
し
て
み
せ
た
の

が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
香
川
勝
雄
の
阿
武
山
の
大
蛇
退
治
の
伝
説
で
あ
る
。

丘
"
〗]
い
い
日
訂
丑
且
[
[

こ
ん
る
ん

其
大
き
さ
巨
象
を
も
呑
む
ぺ
く
、
其
長
さ
鬼
裔
を
も
続
る
ぺ
し
…
」
と
、
随
分

と
大
き
な
大
蛇
で
あ
り
、
こ
れ
を
退
治
す
る
勝
雄
は
一
八
歳
と
い
う
若
さ
で
あ

り
な
が
ら
「
骨
柄
長
六
尺
八
分
あ
っ
て
、
毛
は
猪
の
怒
毛
の
如
く
に
生
ひ
茂
り

：
 

⑤
村
上
彦
右
衛
門
の
八
木
村
阿
武

山
登
山

〇

（
嘉
永
五
年
八
月
十

一
日
）
「
午
前
方
出
、

川
上
八
木
村
之
阿
生
山
へ
登
ル
、
名
二
応

ふ
香
川
勝
雄
大
蛇
を
切
し
と
云
山
也
、
陰

徳
太
平
記
二
而
松
杉
森
鬱
、
余
程
深
遼
之

様
二
相
見
候
へ
と
も
、
当
時
者
野
山
二
而

樹
木
も
無
之
草
山
也
、
絶
頂
二
龍
王
之
祠

ー
l
l
|

J

．
う
）
、

M
1
-1n
"t
r
~
rn刈
ー1

‘

1
、
t
‘
I
J
一
グ
l
1
r
~
'ヽ
1



境
内
地
一
、
二
九
六
・
一
七
坪

摂
末
社
稲
荷
神
社
（
｛
己
亭
ご
釦
釈
街
）

境
外
社
貴
船
神
社
（
龍
王
社
）
（
祭
神
た
mi
配
f

か
み神
鎖
座
地
安
佐
南
区
八
木
阿
生
山
蛇
山
峯
）

由
緒
毛
利
氏
が
鶴
固
八
幡
宮
よ
り
勧
請
し
た
と

伝
え
ら
れ
、
秀
峯
阿
生
山
の
麓
に
鎮
座
し
古
く
よ
り
八

木
村
の
鎮
守
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
来
た
。
慶
長
年
中

（
一
五
九
六
ー
一
六
一
五
）
に
は
神
領
七
石
六
斗
二
升

四
合
が
あ
っ
た
。
明
治
初
年
、
近
在
の
小
祠
を
合
屯
し

相
殿
に
祀
る
。
天
文
元
年
(
-
五
三
二
）
阿
生
山
に
大

蛇
が
現
れ
て
往
来
を
悩
乱
せ
し
時
、
八
木
城
主
香
川
光

景
の
臣
、
香
川
左
衛
門
太
夫
平
勝
雄
が
阿
生
山
中
で
大

蛇
を
退
治
し
た
太
刀
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三

十
六
年
頃
盗
難
に
遇
う
。
な
お
、
阿
生
山
頂
に
は
摂
社

貴
船
神
社
（
龍
王
社
）
が
祀
ら
れ
雨
乞
い
の
霊
験
あ
ら

た
か
と
伝
え
ら
れ
る
。

伝
承
雨
乞
い
の
願
が
叶
う
と
千
の
懸
行
燈
が
光

広
神
社
に
集
ま
り
、
暗
闇
を
縫
っ
て
阿
生
山
の
龍
王
社

（
貴
船
神
社
）
に
納
め
ら
れ
た
。
大
旱
魃
の
際
に
は

「
大
躍
り
の
大
願
」
が
光
広
八
幡
宮
の
宮
司
が
斎
主
と

な
っ
て
行
わ
れ
、
大
願
が
成
就
し
た
翌
年
に
は
阿
生
山

を
背
景
に
「
大
躍
五
番
六
調
子
」
と
名
付
け
ら
れ
た
謡

曲
を
多
勢
で
優
雅
に
踊
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

大
願
は
宮
司
一
代
の
う
ち
に
一
度
限
り
と
定
め
ら
れ
、

二
度
と
行
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
言
う
。
最
近
で

は
嘉
永
六
年
(
-
八
五
―
―
-
)
に
行
わ
れ
た
と
伝
え
る
。

職

．
員
〔
宮
司
〕
渡
邊
修
之
、
〔
祢
宜
〕
渡
邊
安

子氏

子

七

五

0
戸
（
旧
八
木
村
の
内
、

．小
原
、
上

楽
地
、
市
土
居
、
室
屋
、
山
手
、
迫
細
）

責
任
役
員
一
ー
冶
、
追
本
正
夫
）

八

口

塁

（

広

島

県

神

社

庁

）

大
蛇
退
治
に
成
功
し
た
勝
雄
は
大
蛇
の
毒
気
に
あ
て
ら
れ
て
眼
を
病
む
が
、

こ
れ
も
阿
武
山
の
目
薬
滝
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
霊
水
に
よ
っ
て
癒
え
た
と
い

う
。
こ
れ
も
観
音
信
仰
の
形
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
勝
雄
を
祀
っ
た
小
祠

が
残
っ
て
い
る
。

る。 な
る
。

…
…
色
真
黒
に
し
て
、
十
五
人
が
力
を
蓄
え
た
れ
ば
ー
」
と
、
こ
れ
ま
た
人
間

の
姿
と
も
思
え
な
い
形
相
で
あ
る
。
話
は
大
き
い
ほ
ど
面
白
い
。
陰
徳
太
平
記

一
流
の
口
吻
で
あ
る
。
勝
雄
は
香
川
氏
の
一
族
で
あ
り
香
川
氏
の
武
勇
を
強
調

す
る
上
で
も
先
祖
の
権
五
郎
兼
正
と
共
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
に

地
元
で
も
こ
の
話
は
嵌
し
い
郷
里
の
昔
話
と
し
て
受
け
と
め
て
お
り
、
大
蛇

退
治
に
ま
つ
わ
る
蛇
王
池
や
そ
の
他
の
追
跡
め
い
た
も
の
が
多
く
残
さ
れ
て
い

『
佐
東
町
史
』

碑

NQ 1 

「
村
上
家
乗
＇＿
続
l

漏
巻
九

r
 

り
、
草
深
し
て
眺
望
不
宜
、
其
北
之
方
少

晴
ヤ
カ
也
、
其
所
方
北
方
二
遠
山
見
ゆ
る
、

石
州
辺
之
山
与
云
、
山
県
郡
之
方
見
ゆ
る

也
、
可
部
町
之
方
者
山
二
障
り
て
不
見
、

全
体
之
処
大
分
之
高
山
心
げ
い

2
心
思
し

に
、
登
り
て
見
れ
は
中
々
五
八
霜
杯
之
比

二
者
あ
ら
す
、

→しでごら1ぅ
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碑

即呈址
社
18

宮
社
冷
心

／
 

吉
田
神
社
（
＿
）

、
シ

：
社

瓜
そ
え
＇
か
ん
そ
へ

：【
探
簡
・
添
翰
】
〖
名
〗
ざ
そ
え
ふ
だ
（
添
札
）

ら
／
9
豆
賛
汀
。
蒻
"
[
月
昇
⑬
糾
直
閏
閏
叫

大元宮

⑦

吉

田

神

社

（

二

）

⑥
 

「吉田山散策 (sunnyday.jp)
Q ⑧ 

吉
田
神
道
よ
し
だ
し
ん
と
つ

室
町
時
代
後
期
に
京
都
の
＊
吉
田
神
社
の
神
官
＊
吉
田
兼
倶
が
お

げ
ん
ば
人
そ
う
げ
ん

ゆ

い

い

つ

こ
し
た
神
道
の
一
流
派
。
兼
倶
自
身
は
元
本
宗
源
神
道
、
唯
一

宗
源
神
道
、
唯
一
神
道
な
ど
と
称
し
た
が
、
一
般
に
は
吉
田
神

う
ら
ベ

適
、
卜
部
神
道
と
呼
ば
れ
る
。

、

（
中
略
）
兼
倶
は
こ
う
し
た
教
説
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
一
四
八
四

ム

A
め

い

だ

い

げ

ん

ぐ

う

年
（
文
明
十
六
）
吉
田
神
社
に
大
元
宮
と
称
す
る
神
殿
を
建
て
、

さ
い
じ
よ
う

斎
場
を
作
っ
た
。
八
角
形
の
本
殿
に
六
角
形
の
後
殿
を
接
続
さ

て
人
じ
ん

ら

厚

せ
た
そ
の
奇
妙
な
神
殿
に
は
、
す
べ
て
の
天
神
地
祇
、
全
国
一
―
―

か

ん

じ

よ

う

じ

ん

ざ

ら

よ

う

じ

よ

う

0
0
0
余
社
の
神
々
を
勧
請
し
、
兼
倶
は
神
祇
長
上
（
神
祇

管
領
長
上
、
神
道
長
上
、
神
祇
統
領
な
ど
と
も
い
う
）
を
自
称
し

て
白
川
家
に
対
抗
し
た
。
兼
倶
は
、
神
祇
長
上
を
権
威
づ
け
る

た
め
に
、
そ
の
官
職
が
平
安
時
代
末
に
始
ま
っ
た
も
の
と
偽
っ

た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
策
謀
を
め
ぐ
ら
し

そ
う
げ
ん
廿
人

じ

ヽ
人
じ
よ

て
＊
吉
田
家
の
力
を
伸
ば
し
、
＊
宗
源
宣
旨
と
称
す
る
文
書
を
発

い

か
い

行
し
て
全
国
の
神
社
に
位
階
を
授
け
、
神
号
を
認
め
、
神
殿
や

祭
礼
に
関
す
る
認
可
を
与
え
る
な
ど
の
こ
と
を
行
っ
た
。
室
町

後
期
以
降
の
、
統
一
的
な
権
威
を
求
め
る
歴
史
の
流
れ
に
乗
っ

た
吉
田
神
道
は
、
戦
国
大
名
の
な
か
に
も
受
け
入
れ
る
者
が
多

く
、
兼
倶
の
孫
兼
満
、
そ
の
嗣
子
兼
右
ら
の
活
動
を
経
て
、
近

世
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
免
許
状
の
発
行
を
通
じ
て
全
国
の
神
官
の

さ
ん
か

ほ
と
ん
ど
を
傘
下
に
収
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
隅
和
雄

圏
西
田
長
男
『
日
本
神
道
史
研
究
』
5
、
講
談
社
、

七
九
年
。
『
日
本
史
大
事
典
』

（
平
凡
社
）

玄
t'
h
」
」
＊
ヘ
・
・
『
ヤ
I
I
J
月
1

『
シ
↓
り
寺
i
l
l
内
こ
二
つ
こ
A
t

一
九

⑪
案
内
（
抜
幸
）

①
官
庁
で
作
成
し
た
文
書
の
内

容
。
⑦
保
存
し
て
後
日
の
参
考

に
す
る
た
め
，
文
書
を
書
き
写

し
た
も
の
。
ま
た
，
そ
の
内
容
。

＠
文
書
の
下
書
き
。
草
案
。
◎
物

事
の
事
情
，
内
容
。
①
内
々
の
事

情
内
部
の
様
子
。
実
情
°
@
(
_

す
る
）
事
情
，
様
子
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。
ま
た
，
問
い
尋
ね
る

こ
と
。
〇
(
|
す
る
）
取
り
次
ぐ

こ
と
。
取
り
次
ぎ
。
ま
た
（
訪
問

者
が
）
取
り
次
ぎ
を
頼
む
こ
と
。

⑤
(_
す
る
）
道
や
場
所
を
よ
く

知
ら
な
い
人
を
手
引
き
す
る
こ

と
。
先
に
立
っ
て
，
目
的
の
場
所

ま
で
連
れ
て
い
っ
た
り
，
あ
る

場
所
を
見
せ
て
歩
い
た
り
す
る

こ
と
。
ま
た
，
そ
の
人
。
⑤

(|

す
る
）
事
情
，
様
子
な
ど
を
知
ら

せ
る
こ
と
。
し
ら
せ
。
便
り
。

（
後
略
）



R 
R ●神社条目

1665年（寛文5)7月11日、徳川幕府は宗教統制のため、社寺に対して法

度を出します。寺院に対しては、 9カ条からなる寺院条目と 5カ条からなる

寺院下知状を出しました。一方、神社や神職に対しては、 5カ条からなる協
じゃじょうもく しょしゃね ぎかんぬしとうはっと

社条目（諸社中爾宜神主等法度）を出しました。内容は以下の通りです。

この条目は、吉田家へ徳川家綱 (4代将軍）の朱印状をもって下され、全国

の神社へは、その写しが触れ渡されました。

が記されており、②③は神職着用
じ噸：：いのIf しょうし いのじょう

こついて記されたものです。②は朝廷から従五位下とか正四位上

二竺巳ぎ竺2三竺―-― 主2血臨と必上ム装`束を着用しなさい、③の
それ以外の無位の神職は、吉田家の免許状に応じた装束を着用しなさい、免

--- ---…;5  -、---—マりざぬ いかん
許状を受けない神職は、白張のみ着用し、みだりに狩衣や衣冠を着用しては

いけません、 という内容です。そのため、全国の多くの神職が、吉田家の免

許状を受けに上洛するようになりました。
しんとうさいきょじょう

」その吉田家の免許状を、神道裁許状と呼びます。神道裁許状を受けた神
かざおりえぼしかり ぎぬ よしだかん

職は、風折烏帽子や狩衣など神職らしい装束の着用が認められ、「吉田官」と
あっ

呼ばれた独自の官名まで授けられます。ところが、朝廷からの崇敬篤い二十

二社や出雲大社などは、その条目に反対し、幕府も例外的にそれを認めまし

神g

ニし三ロシ
／／ 

可

＼
瓜`
Y

0 50m 
l,  9 , 1 

⑨
（
⑬
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）

士
u

5
ま

ヽ
●この19か．1i中U"比
天溝宮社があリます

吉田神社 ・Wikipedia 

て
そ
の
早
い
方
。
ま
た
、
そ
の
早
い
方
に
属
す
る
こ
と
や
人
．

•
栄
花
＇
歌
合r
1―
一
月
に
は
．
又
賭
弓
（
の
り
ゆ
み
）
あ
れ
ば
、
さ

ヘ
方
・
う
し
ろ
方
と
、
こ
と
ど
も
わ
き
て
・
ま
へ
か
た
は
賀
完

に
参
り
．
今
一
方
は
北
野
に
詣
づ
」
•
浮
世
草
子
・
風
俗
遊
仙

窟
I
―
―
-
「
我
等
は
い
ま
だ
前
（
マ
ヘ
）
か
た
ゆ
ゑ
．
ま
ず
是
迄
た

立
退
け
ば
」
＠
現
在
．
ま
た
は
あ
る
時
点
よ
り
以
前
の
時

を
漠
然
と
さ
し
、
副
詞
的
に
も
用
い
る
。
以
前
。
前
。
前
か

ど
。
•
虎
寛
本
狂言
・
比
丘
貞
r
左
様
に
仰
ら
る
る
な
．
前
方
拝

見
致
た
事
が
餌
座
る
」
•
吉
川
氏
法
度
＇
八
条
「
前
方
以
―
―
神

文
元
如
と
申
可
ー
ー
相
心
得
一
事
」
＊
洒
落
本
・
通
言
総
筆
l

-

r

ま
へ

か
た
は
松
ば
や
で
も
．
度
々
狂
言
が
ご
ざ
り
や
し
た
ね
へ
」

た（コラム参照）。

阪本是丸•石井研士編『プレステッフ神道学』（弘文堂）
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寺西直人………文政元(1818)代官③107A24
天保5(1834)郡廻り③茄Al3

清水友五郎・...・文攻8(1825)伏即四這③108B4
天保5(1834)代官③107B1

高橋新一編『「芸藩輯要」人名索引』
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笑
記
＇
ニ
・
五

r此
酒
問
し
て
呑
る
輩
は
即
時
に
命
を
断
ぺ
き

と
の
御
添
札
（
ソ
（
フ
ダ
）
宮
中
是
に
お
そ
れ
を
な
し
け
る

に
」
•
歌
舞
伎
・
時
桔
梗
出
世
諸
状
I

二
慕
「
ほ
ん
に
附
き
馬
と

い
へ
ば
．
あ
の
下
馬
札
に
側
へ
無
用
と
、
添
（
ソ
）
へ
札
（
フ
ダ
）

が
下
っ
て
ゐ
る
が
、
あ
り
ゃ
ア
下
罵
無
用
と
い
ふ
事
か
の
」

＠
（
添
簡
・
添
翰
）
④江
戸
時
代
の
訴
訟
文
害
。
他
支
配
•
他

領
の
も
の
を
相
手
ど
っ
て
荘
府
奉
行
所
に
出
訴
す
る
と
き
、

原
告
の
属
す
る
支
配
者
（
領
主
・
地
頭
・
代
官
・
寺
社
な
ど
）
に

願
い
出
て
、
受
訴
裁
判
所
に
そ
の
訴
状
を
進
達
し
て
も
ら
わ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
支
配
者
が
旗
本
｀
代
官
．
寺
社
な

ど
の
場
合
｀
訴
状
に
注
え
て
進
達
さ
れ
た
口
上
害
の
こ
と
、

断
（
こ
と
わ
り
）
と
も
い
う
。
•
地
方
凡
例
録
I
七
r
私
頷
の
百

姓
御
料
所
村
役
勉
る
事
、
地
頭
よ
り
添
翰
を
以
願
出
れ
ば
為
―

相
勁
示
＇
玉
苦
儀
と
相
聞
ゆ
る
」
●
禁

令
考
I

前
媒
・第
四
・
巻
三

四
「
他
之
御
代
官
所
私
領
よ
り
｀
添
筒
を
以
私
方
江
訴
出
候

節
」
＠
江
戸
時
代
．
百
姓
、
町
人
が
提
出
す
る
訴
状
に
添
付
さ

れ
た
町
村
役
人
の
承
諾
害
．
当
時
こ
の
承
諾
書
の
な
い
訴
え

は
直
訴
（
越
訴
）
と
み
な
さ
れ
、
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
．
添
状
．

•
五
人
組
異
同
弁
'
-
―
1
rI
公
事
出
入
節
名
主
他
行
に
候
は
｀
与

頭
胚
翰
可
五
ざ



沼
田
郡
御
役
所

六
兵
衛

与
頭

弥
九
郎

甚
兵
衛

同 同 庄
屋

甚
右
衛
門

社
人

大

態
申
遣
ス

其
村
社
人
大
隅
倅
格
馬
儀
来
ル
十
日
所
出
立
、

依
而
之
添
翰
下
ケ
遣
候
条
、
京
着
之
上
遂
案
内

別
封
差
出
し
差
図
を
受
候
様
可
申
渡
者
也

庄
屋甚
右
衛
門

与
頭
共

隅

沼
田
郡

覚

八

木

村

一
私
倅
格
馬
儀
此
度
京
都
於
吉
田
殿
官
職
継
目
行
事
等

相
伝
二
上
京
之
儀
先
達
而
御
願
奉
申
上
候
処
、
早
々
御
暇
御
免

被
為
仰
付
、
上
京
之
上
官
職
従
五
位
下
、
改
名
肥
後
と
蒙
御
免
を
、

其
外
願
通
り
速
二
相
調
ひ
、
昨
四
日
帰
宅
仕
、
大
悦
至
極
二
奉
存
候
、
右
二
付

京
都
御
屋
敷
江
之
御
添
翰
京
着
早
々
差
上
申
候
、
尚
帰
京
之
翻
御
届

奉
申
上
候
処
、
御
別
封
御
下
渡
し
被
為
遣
候
二
付
所
持
罷
帰
り
申
候
二
付
差
上
申
候
間

御
取
次
可
被
下
候
、
右
二
付
段
々
御
苦
労
二
相
懸
り
申
候
段
重
々
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、

此
段
宜
敷
被
仰
上
可
被
下
候
、
依
而
書
付
ヲ
以
御
注
進
奉
申
上
候
、
已
上

申
六
月
四
日
甚
右
衛
門
殿

与
頭
中

前
書
之
通
相
違
無
御
座
候
、
依
而
京
都
御
屋
敷
方
之
御
返
翰
御
注
進
書
付
共

取
次
、
此
段
御
注
進
奉
申
上
候
、
已
上

申
六
月
四
日

p
7
2
 

p
7
1
 

沼
田
郡
八
木
村
八
幡
社
人
大
隅
倅
格
馬
上
京
帰
宅
御
注
進
書
附

p
7
0
 沼

田
郡

申
三
月
六
日
御
役
所

沼
田
郡
御
役
所
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ー

党

沼

田

郡

八

木

村

一
此
度
私
倅
格
馬
儀
京
都
吉
田
殿
二
お
ゐ
て
神
職
継
目
行
事

相
伝
井
官
職
為
昇
進
之
上
京
仕
せ
度
奉
存
候
間
、
出
船
日
方
往
来
共
日
数

八
十
日
之
間
御
暇
被
為
遣
被
下
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
二
可
奉
存
候
、
尤
於
彼
地

宮
之
儀
ハ
吉
田
殿
御
内
田
口
四
郎
右
衛
門
所
二
止
宿
仕
候
積
二
御
座
候
間
、

此
段
早
々
御
免
許
被
為
仰
付
候
様
宜
ク
被
仰
上
可
被
下
候
、
為
其
書
附

ヲ
以
取
次
御
願
奉
申
上
候
、
已
上

p
6
5
 

沼
田
郡
八
木
村
八
幡
社
人
大
隅
倅
格
馬
継
目
上
京
仕
せ
度
御
願
害
附

1 • 
/1. 

和
心
褐
n
f
申
脚
杵

沼
田
郡
御
役
所

抒
西
直
人

ー

'

,

t

'

『

l
．み
1

1

J

 

泊
水
反
E
郎
御
判
甚
右
衛
門

仔
頭
共

p
6
4
 

p
6
3
 

p
6
2
 

1
.
9
.j
し
＇

~
~
．
 

r
 

卜
U
ー
nv' 

沼
田
郡
八
木
村
百
姓
彦
兵
衛
弟
百
助
広
島
江
引
越
之
儀
御
願
書
附

．

沼
田
郡

覚

八

木

村

百
姓
彦
平
弟
百

助

右
百
助
儀
私
弟
二
而
御
座
候
、
然
ル
処
文
化
十
四
丑
年
方
当
年
迄

弐
十
ヶ
年
之
間
広
島
中
島
本
町
対
馬
屋
七
郎
右
衛
門
方
へ
奉
公
仕
ら
せ

実
体
二
相
勤
候
所
、
此
度
七
郎
右
衛
門
方
へ
引
請
、
住
居
仕
ら
せ
呉
可
申
由

ニ
付
、
何
卒
御
慈
悲
之
上
引
越
住
居
之
儀
早
々
御
赦
免
被
為

仰
付
被
遣
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
二
可
奉
存
候
、
尤
於
町
方
ハ
右
七
郎
右
衛
門
方
方
も

御
奉
行
所
江
御
願
申
上
候
筈
二
御
座
候
間
、
此
段
宜
敷
被
仰
上
可
被
下
候
、
為
其

口
上
害
ヲ
以
奉
願
上
候
、
已
上

申
三
月

庄
屋
甚
右
衛
門
殿

与
頭
中

、

前
書
之
通
願
出
申
候
二
附
得
斗
相
し
ら
へ
申
候
処
、
相
違
無
御
座
候
間
、
願
之
通
引
越

之
儀
早
々
御
聞
届
被
為
仰
付
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
依
而
書
附
取
次

奉
差
上
候
、
已
上

申
三
月
十
日

表
れ
之
迎
聞
届
差
免
候
条
‘
此
旨

甚
右
衛
門

庄
屋

六
兵
衛

与
頭

同

弥
九
郎

同

甚
兵
衛

但
弐
通
差
上
ル
ひ
か
へ

百

姓

平彦
屎
衛

＇ 



p
6
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四
月

、
H

甚
右
衛
門

庄
屋

六
兵
衛

与
頭

弥
九
郎

甚
兵
衛

同 同

態
【
与
】

其
村
仕
人
ぷ
隅
倅
格
篤
淡
神
職
継

L
行
市
相
伝
、
官
職
為
昇
進

L
点
致
度
旨
、

依
【
r
n
i
】
往
来

H
数
八
卜

H
之
間
．
逗
紹

H
限
前
廉
申
出
飲
ハ
ヽ
飴
翰
F

布
西
直
人

沿
k
友
f
L
郎
御
判

沼
田
郡

党

八

木

村

一
此
度
私
倅
格
馬
儀
神
職
継
目
上
京
、
往
来
八
十
日
之
間

御
暇
被
為
仰
付
候
様
御
願
奉
申
上
候
処
、
先
達
而
御
免
許

被
為
仰
付
、
尤
出
足
前
廉
申
上
候
ハ
ヽ
御
添
翰
御
下
ケ

可
被
為
造
旨
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
右
二
付
来
ル
十
日
出
足

仕
度
奉
存
候
間
、
御
添
翰
御
下
ケ
被
為
遣
候
様
宜
敷

被
仰
上
可
被
下
候
、
此
段
書
附
ヲ
以
奉
願
上
候
、
已
上

申
四
月

庄
屋
甚
右
衛
門
殿

与
頭
中

前
書
之
通
願
出
申
候
二
附
得
斗
相
し
ら
へ
申
候
処
相
違
無
御
座
候
間
、

宜
敷
被
為
仰
付
被
下
候
様
奉
願
上
候
、
為
其
害
附
取
次
奉
差
上
候
、
已
上

p
6
8
 

大

社
人

隅

沼
田
郡
八
木
村
八
幡
社
人
大
隅
倅
格
馬
上
京
出
足
之
儀
御
願
書
附

p
6
7
 

1
J

’

ー

・

｀

I
t
月

1

t

沼
田
郡
御
役
所

ふ
山

申
三
月

p
6
6
 

申
三
月

庄
屋
甚
右
衛
門
殿

与
頭
中

前
害
之
通
被
願
出
候
二
附
相
し
ら
へ
申
候
処
、
相
違
無
御
座
候
間
、
願
之
通
御
暇

被
為
遣
被
下
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
二
可
奉
存
候
、
為
其
書
附
取
次
奉
差
上
候
、
已
上

一
儀
船

4
通
聞
加
必
免
候
条
、
此
旨
相
心
符
nIt
l
j
渡
、
尤
出
」
IL

遣
ス
者
也が拉
11衛
門

仔
碩
t

甚
右
衛
門

庄
屋

与
頭
六
兵
衛

弥
九
郎

同

甚
兵
衛

同

但
本
願
共
弐
通
差
上
ル

八
幡
社
人大

隅
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‘‘ 

申
三
月
十
日

表
書
き
の
通
り
聞
き
届
け
差
し
免
じ
候
条
、

此
の
旨

相
心
得
申
し
聞
か
す
べ
き
者
也

寺
西
直
人

申
三
月
廿

一

日

庄

屋

清
水
友
五
郎
御
判

甚
右
衛
門

与
頭
共

沼
田
郡
お
役
所

ロ

八

木

村

八
聾
i
人
大
隅
倅
格
塁
ぎ
目
上
京
仕
ら
せ
度
く
お
願
い
書
き
附
け

沼
田
郡

覚

八

木

村

一
此
の
度
私
倅
格
馬
儀
京
都
吉
田
殿
に
お
い
て
神
職
継
ぎ
目
行
事

p
6
5
 

嬰
（
そ
う
で
ん
）
井
び
に
｛
贔
昇
進
の
為
め
上
京
仕
ら
せ
度
く
存
じ
奉
り
候
間
、
出
船
日
よ
り
往
来
共
日
数

八
十
日
の
間
お
暇
遣
わ
さ
せ
ら
れ
下
さ
れ
候
ら
わ
ば
有
り
難
き
仕
合
せ
に
存
じ
奉
る
べ
く
候
。
尤
も
彼
の
地
に
於
て

宮
の
儀
は
吉
田
殿
御
内
田
口
四
郎
右
衛
門
所
に
止
宿
仕
り
候
積
り
に
御
座
候
間
、

此
の
段
早
々
御
免
許
仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
候
様
宜
し
く
仰
せ
上
げ
ら
れ
下
さ
る
べ
く
候
。
其
の
為
め
書
き
附
け

甚
兵
衛

但
し
弐
通
差
し
上
げ
る
ひ
か
え

同

弥
九
郎

同 庄
屋

甚
右
衛
門

与
頭

六
兵
衛

p
6
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十
四
沼
田
郡
八
木
村
百
姓
彦
兵
衛
弟
百
助
広
島
へ
引
越
し
の
儀
お
願
い
書
き
附
け

沼
田
郡

覚

八

木

村

百
姓
彦
平
弟百

助

右
百
助
儀
私
弟
に
て
御
座
候
。
然
る
処
文
化
十
四
丑
年
よ
り
当
年
迄

弐
十
ヶ
年
の
間
広
島
中
島
本
町
対
馬
屋
七
郎
右
衛
門
方
へ
奉
公
仕
ら
せ

実
体
に
相
勤
め
候
所
、
此
の
度
七
郎
右
衛
円
方
へ
引
き
請
け
、
住
居
仕
ら
せ
呉
れ
申
す
べ
き
由

に
寸
き
、

何
卒
お
慈
悲
の
上
引
越
し
住
居
の
儀
早
々
御
赦
免
仰
せ
付
げ
さ
せ
ら
れ

、

さ
れ
候
ら
わ
ば
有
り
難
き
仕
合
せ
に
存
し
奉
る
へ
＜
候
。
尤
も
町
方
に
於
て
は
達
]
郎
右
衛
門
方
よ
り
も

お
奉
行
所
へ
お
願
い
申
し
上
げ
候
筈
に
御
座
候
間
、
此
の
段
宜
し
く
仰
せ
上
げ
ら
れ
る
べ
く
候
。
其
の
為
め

口
上
書
き
を
以
て
願
い
上
げ
奉
り
候
。
已
上
。

I

|

|

.

 

申
三
月
庄
屋

甚
右
衛
門
殿

与
頭
中

前
書
の
通
り
願
い
出
申
し
候
に
附
き
得
と
相
調
べ
申
し
候
処
、
相
違
御
座
無
く
候
間
、
願
い
の
通
り
引
越
し

の
儀
早
々
お
聞
き
届
け
仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
下
さ
れ
候
様
仕
り
度
く
存
じ
奉
り
候
。
依
て
書
き
附
け
取
り
次
ぎ

差
し
上
げ
奉
り
候
。
已
上
。

p
6
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庄
屋

彦



’
 

ヽ
＼

申
四
月
庄
屋

甚
右
衛
門
殿

沼
田
郡
お
役
所 申

三
月
庄
屋

甚
右
衛
門
殿

与
頭
中

前
書
の
通
り
願
い
出
ら
れ
候
に
附
き
相
し
ら
べ
申
し
候
処
、
相
違
御
座
無
く
候
間
、
願
い
の
通
り
お
暇

遣
わ
さ
せ
ら
れ
下
さ
れ
候
ら
わ
ば
、
有
り
難
き
仕
合
せ
に
存
じ
奉
る
べ
く
候
。
其
の
為
め
書
き
附
け
取
り
次
ぎ

差
し
上
げ
奉
り
候
。
已
上
。

申
三
月

態
（
わ
ざ
）
と
申
し
遣
わ
す

其
の
村
社
人
大
隅
倅
格
馬
儀
神
職
継
ぎ
目
行
事
相
伝
（
そ
う
で
ん
）
、
官
職
昇
進
の
為
め
上
京
致
し
度
き
旨
゜

依
っ
て
往
来
日
数
八
十
日
の
間
逗
留
の
儀
願
い
の
通
り
聞
き
届
け
差
し
免
じ
候
条
、
此
の
旨
相
心
得
申
し
渡
す
べ
し
。
尤
も
出
立

日
限
前
廉
（
ま
え
か
ど
）
申
し
出
候
ら
わ
ば
添
え
翰
（
か
ん
）
下
げ
遣
わ
す
者
也
。

寺
西
直
人

申

三

月

廿

一

日

庄

屋

清
水
友
五
郎
御
判
甚
右
衛
門

与
頭
共

p
6
7
 

沼
田
郡
八
木
村
社
人
大
隅
倅
格
馬
上
京
出
足
の
儀
お
願
い
書
き
附
け

沼
田
郡

覚

八

木

村

一
此
の
度
私
倅
格
馬
儀
神
職
継
ぎ
目
上
京
、
往
来
八
十
日
の
間

お
暇
仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
候
様
お
願
い
申
し
上
げ
奉
り
候
処
、
先
達
て
御
免
許

仰
せ
付
け
さ
せ
ら
る
。
尤
も
出
足
前
廉
申
し
上
げ
候
ら
わ
ば
お
添
え
翰
お
下
げ

遣
わ
さ
せ
ら
る
べ
き
旨
有
り
難
き
仕
合
せ
に
存
じ
奉
り
候
。
右
に
付
き
来
た
る
十
日
出
足

仕
り
度
く
存
じ
奉
り
候
間
、
お
添
え
翰
お
下
げ
遣
わ
さ
せ
ら
れ
候
様
宜
し
く

p
6
8
 

仰
せ
上
げ
ら
れ
下
さ
る
べ
く
候
。
此
の
段
書
き
附
け
を
以
て
願
い
上
げ
奉
り
候
。
已
上
。

八
幡
社
人大

隅

p
6
6
 

甚
兵
衛

但
し
本
願
い
共
弐
通
差
し
上
げ
る

同

弥
九
郎

同 庄
屋

甚
右
衛
門

与
頭

六
兵
衛

取
り
次
ぎ
（
を
以
て
）
お
願
い
申
し
上
げ
奉
り
候
。
已
上
。
八
幡
社
人大

隅
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与
頭
中

前
書
の
通
り
願
い
出
申
し
候
に
附
き
得
と
相
し
ら
べ
申
し
候
処
相
違
御
座
無
く
候
間
、

宜
し
く
仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
下
さ
れ
候
様
願
い
上
げ
奉
り
候
。
其
の
為
め
書
き
附
け
取
り
次
ぎ
差
し
上
げ
奉
り
候
。
巳
上
。

態
々
（
わ
ざ
わ
ざ
）
申
し
遣
わ
す

其
の
村
社
人
大
隅
倅
格
馬
儀
来
た
る
十
日
所
（
と
こ
ろ
）
出
立
、

之
れ
に
依
り
添
え
翰
下
げ
遣
わ
し
候
条
、
京
着
の
上
案
内
を
遂
げ
、

別
封
差
し
出
し
差
図
を
受
け
候
様
申
し
渡
す
べ
き
者
也
。

庄
屋
甚
右
衛
門

与
頭
共

p
7
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沼
田
郡
八
木
村
社
人
大
隅
倅
格
馬
上
京
帰
宅
御
注
進
書
き
附
け

沼
田
郡

覚

八

木

村

一
私
倅
格
馬
儀
此
の
度
京
都
吉
田
殿
に
於
て
｛
晶
呻
継
ぎ
目
行
事
等

相
伝
に
上
京
の
儀
先
達
て
お
願
い
申
し
上
げ
奉
り
候
処
、
早
々
お
暇
御
免

仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
、
上
京
の
上
官
職
従
五
位
下
（
じ
ゅ
ご
い
の
げ
）
、
改
名
肥
後
と
御
免
を
蒙
り
、

其
の
外
願
い
通
り
速
か
に
相
調
い
、
昨
四
日
帰
宅
仕
り
、
大
悦
至
極
に
存
じ
奉
り
候
。
右
に
付
き

京
都
お
屋
敷
へ
の
お
添
え
翰
京
着
早
々
差
し
上
げ
申
し
候
。
尚
（
な
お
）
帰
京
の
翻
（
み
ぎ
り
）
お
届
け

p
7
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申
し
上
げ
奉
り
候
処
、

お
別
封
お
下
げ
渡
し
遣
わ
さ
せ
ら
れ
候
に
付
き
所
持
罷
り
帰
り
申
し
候
に
付
き

差
し
上
げ
申
し
候
間
、

お
取
り
次
ぎ
下
さ
る
べ
く
候
。
右
に
付
き
段
々
御
苦
労
に
相
懸
り
申
し
候
段
重
々
有
り
難
き
仕
合
せ
に
存
じ
奉
り
候
。

此
の
段
宜
し
く
仰
せ
上
げ
ら
れ
下
さ
る
べ
く
候
。
依
っ
て
書
き
付
け
を
以
て
御
注
進
申
し
上
げ
奉
り
候
。
巳
上
。

社
人

大

申
六
月
四
日
喜

衛

門

殿

与
頭
中

前
書
の
通
り
相
違
御
座
無
く
候
。
依
て
京
都
お
屋
敷
よ
り
の
御
返
翰
御
注
進
書
き
付
け
共

沼
田
郡

．

お
役
所

申
三
月
六
日

沼
田
郡
ぉ
役
所

p
6
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四
月
六
日

同 同

隅

甚
兵
衛

弥
九
郎

庄
屋

甚
右
衛
門

与
頭

六
兵
衛



． 

沼
田
郡
お
役
所

同 与
頭

同

甚
兵
衛

弥
九
郎

六
兵
衛

取

り

次

ぎ

、

此

の

段

御

注

進

申

し

上

げ

奉

り

候

。

已

上

。庄
屋

申

六

月

四

日

甚

右

衛

門

p
7
2
 



一
、
先
月
の
解
読
文
活
字
読
み
の
確
認
点

p
4
6
ト
最
終
行
『
緑
井
村
』
は
『
温
井
村
』

p
4
9
1
5
行
目
『
木
恕
屋
』
傍
線
部
は
『
薬
』

p
5
1ー

4
行
目

□5
壱
本
』
傍
線
部
は
『
杉
』

p
5
3ー

4

行

目

二
呵

六
兵
衛
』
傍
線
部
は
『
与
頭
』

p
5
6ー
5
行
目
『
剃
髪
隠
居
願
』
は
『
剃
髪
•
隠
居
願
』

p
5
7ー

3
行
目
『
居
家
牛
馬
屋
』
は
『
居
家
・
牛
馬
屋
』

p
5
7
I
8
行
目
『
他
行
逗
留
願
』
は
『
他
行
・
逗
留
願
』

p
5
8
I
2
行
目
『
神
社
仏
閣
』
は
『
神
社
・
仏
閣
』

p
5
8ー

6
行
目
『
右
同
断
注
進
書
附
』
傍
線
部
『
御
』
ヌ
ケ

p
6
1ー

1
行
目
『
添
書
附
』
傍
線
部
は
『
諸
』

二
、
指
摘
・
意
見
・
質
問
•
他
諸
々

①
p
5
7
,
6
行
目
「
永
荒
引
高
」

引

；
ヒ
ケ
江
戸
時
代
の
田
畑
の
貢
租
を
減
除
す
る
こ
と
。

永
荒
引

ニ
エ
イ
ア
レ
ヒ
ケ
永
荒
場
引
。

本年も何卒宜 L< 
お願い申 L上げます

令和5年元旦 -
（大
辞
泉
）

上記は、全て十二月例会にて訂正

済み

令
和
五
年
一
月
例
会
資
料
（
十
二
月
分
後
追
い
）

八
木
村
旧
記
控
帳
p
4
7
S
p
6
1

永
荒
場
引

ニ
ナ
イ
ア
レ
バ
ヒ
ケ
江
戸
時
代
の
年
貢
免
除
措
置
。

荒
場
」

ア
レ
バ
収
支
償
わ
ず
荒
廃
し
て
し
ま
う
2
新
田
。
別
名
荒
所
（
あ
れ
し
ょ
）

（
歴
史
民
俗
用
語
辞
典
）

，

岩
瀬
文
庫
蔵
書
地
方
大
概
集
巻
7
~
・
・
・
略

．．． 

高
内
年
々
引
之
事
（
地
不
足
、
無
地
高
、
石
盛
違
、
石
間
引
、
田
畑
成
引
、
竿

違
引
、
陣
屋
鋪
引
、
郷
蔵
鋪
引
、
神
田
引
、
神
仏
免
引
、
伊
勢
屋
鋪
引
、
寺
屋

鋪
引
、
堤
鋪
引
、
道
代
引
、
江
桁
鋪
引
、
溜
井
鋪
引
、
井
堰
引
、
溝
引
、
悪
水

堀
鋪
、
溝
代
引
、
堀
田
鋪
引
）
、

高
内
連
々
引
之
事
（
永
荒
引
、

荒
場
引
、
荒
地
引
、
浪
欠
引
、
川
成
引
、
池
成

引
、
淵
成
引
、
川
欠
引
、
山
崩
引
、
石
砂
入
引
、
・
・
・
等
々
、
以
下
略

．．． 

9
（
何
と
色
々
と
沢
山
の
減
免
措
置
が
有
っ
た
の
で
す
ね
！
）

②

p

59
,
1
行
目
「
抜
参
宮
」

l
蓼

宮

1
1
抜

参

叶

役
人
の
許
し
を
受
け
な
い
で
家
を
抜
け
出
し
、
往
来
手
形
な
し
で

伊
勢
神
宮
に
参
拝
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
。
ぬ
け
参
宮
。

[
補
佳
江
戸
時
代
に
流
行
し
、
途
中
沿
道
の
人
も
援
助
を
し
、
帰
っ
て
も
家
人
に
叱
責

さ
れ
な
い
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
後
に
は
、
伊
勢
神
宮
だ
け
で
は
な
く
、
社
寺
に
ひ

そ
か
に
参
る
こ
と
も
い
っ
た
。

（
日
本
国
語
大
辞
典
）

③

p

5
9
,
2
行
目
「
起
地
」

起
地

』
：
ャ
チ
岡
崎
藩
地
方
の
荒
地
を
起
返
し
た
土
地
。

起
返
ょ

オ
コ
シ
カ
エ
シ
近
世
、
耕
地
の
荒
廃
し
た
も
の
を
復
旧
す
る
こ
と
。

（
歴
史
民
俗
用
語
辞
典
）

④
p
6
0
,
6
行
目
「
虫
送
り
」

主
と
し
て
稲
の
害
虫
を
村
外
に
追
放
す
る
呪
術
的
な
行
事
。
毎
年
初
夏
の
こ
ろ
定
期
的

に
行
う
例
と
、
害
虫
が
大
発
生
し
た
と
き
臨
時
に
行
う
も
の
と
が
あ
る
。一

例
を
示

す
と
、
稲
虫
を
数
匹
と
っ
て
藁
芭
に
入
れ
、
松
明
を
先
頭
に
し
て
行
列
を
組
み
、
鉦

や
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
、
田
の
畦
道
を
回
っ
て
村
境
ま
で
送
っ
て
行
く
。
そ
こ
で

藁
芭
を
投
げ
捨
て
た
り
、
焼
き
捨
て
た
り
、
川
に
流
し
た
り
す
る
。
・・

略

（
日
本
大
百
科
事
典
）

.、ーノ



鉄
砲

（
W仕
pe
dia

銃
規
制
よ
り
）

江
戸
時
代
初
期
の
幕
府
は
、
争
い
に
鉄
砲
を
含
め
た
武
器
を
持
ち
出
す
の
を
禁
止
し
つ

つ
、
鳥
獣
に
対
し
て
用
い
る
鉄
砲
に
つ
い
て
は
所
持
と
使
用
を
認
め
て
い
た
。

・
・
・
・

中
略

（
先
月
参
考
資
料
⑫
と
ほ
ぼ
同
じ
）

．．．．

．
 

諸
国
鉄
砲
改
め
の
時
も
そ
の
後
も
、
同
一
地
域
内
で
も
村
に
よ
り
か
な
り
の
ば
ら
つ
き

が
あ
る
も
の
の
、

領
内
の
百
姓
所
持
の
鉄
砲
数
が
武
士
の
鉄
砲
数
を
は
る
か
に
上
回
る

よ
う
な
藩
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
民
衆
層
は
鉄
砲
を
争
闘
に
用
い
る
こ
と
を
自
制

し
、
た
と
え
ば
百
姓

一
揆
や
打
ち
壊
し
に
鉄
砲
を
持
ち
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ヰ
十
ー

十
ヰ1

苗
〖
津
箱
廿冥
笠
磁
＊
（
余
談
）
笠
井
立8
菜
笠
＃
立
，
十
，
二

ご
二

立
1
立
十
匹
立
｀

令 令

次
例
会
は
、
一

月
二
十
八
日

（第
4
土
曜
日
）
午
後
一
時
半
方

於
第

一
・
第
二
研
修
室
で
す
。
第
二
研
修
室
白
板
を
前
と
し
ま
す
。

当
日
の
会
場
当
番
は
、

A
8
班
及
び
B
8
班
で
す
。

（二
月
は
会
場
が
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
）

三
月
例
会
は
、

三
月
四
日
（
第
1
土
曜
日
）
で
す
。

四
月
例
会
は
、
四
月
十
五
日
（
第
3
土
曜
日
）
で
す
。

今
月
は
席
移
動
月
で
す
。
席
移
動
を
お
願
い
し
ま
す
。
班
単
位
で
前
回
よ
り
1
つ

宛
前
に
お
進
み
下
さ
い
。

一
番
前
の
班
は
最
後
列
へ
お
廻
り
く
だ
さ
い

三
、
報
告
•
お
知ら
せ

令

会
員
動
静

退
会

B
6
班

世
良

敏
明
さ
ん
が
十
二
月
例
会
を
も
っ
て
退
会
さ
れ
ま
し
た
。

⑤

十

一
月
例
会
分

き
ぐ
す
り

＇
や
【
生
薬
屋
】
（
日
本
国
語
大
辞
典
）

雰
名
〗
生
薬
を
売
る
店。

転
じ
て
、
薬
を
商
う
店

。

＊

俳
諧
・

職
野
集
＇
員
外

前
句

い
か
め
し
く
瓦
庇
の
木
薬
屋
（
越
人
）

付
句
馳
走
す
る
子
の
痩
て
か
ひ
な
き
（
芭
蕉
）

（
用
法
に
木
薬
屋
と
あ
り
、
江
戸
時
代
「
生
薬
（
し
ょ
う
や
く

・
き
ぐ
す
り
）
」
を
木
薬

と
も
書
い
た
の
で
し
ょ
う
。）
・
・
・・

西
村
先
生
方

幕
末
に
は
対
外
防
衛
の
必
要
か
ら
規
制
が
緩
和
さ
れ
、

広
島
藩
な
ど

一
部
の
藩
で
は
大

量
の
鉄
砲
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
増
加
が
緩
和
に
よ
る
鉄
砲
数
の
実
際
の
増
加

な
の
か
、
隠
し
持
っ
て
い
た
鉄
砲
の
顕
在
化
な
の
か
に
つ
い
て
は
な
お
議
論
が
あ
る
。

右
表
は
賀
茂
郡
黒
瀬
組
の
文
政
1
2

年
と
明
治

10
年
（
備
考
欄
）
の
鉄
砲
数
で
す
。

幕
末
規
制
緩
和
後
の
急
激
な
増
加
（
隠
し
鉄
砲
の
顕
在
化
？
も
）
が
分
か
り
ま
す
。

農
具
と
し
て
の
鉄
砲
（
威
鉄
砲
）
↓
武
器
（
実
弾
許
可
）
↓
農
兵
組
織
化

表1 文政期の在村鉄砲 文政12年の累禎紐18ヵ村

村名 村高 家仕 咸鉄ヽ 包 訊峠鉄ヽ ＆ 伯考

石） （軒） （択 ） （使） （投）

津 ；ェ 682 1 211 ？ 1 9 5 

苓沢 3 7 6 1 3 1 5 0 3 15 

郷原 6.,IH 2 & 5 4 1 4 9 

市紅田 362 8 1 | 5 5 

上保田 59 0 1 5 2̀ l 8 

そ田 16'/7 68 I 1 4 

III 角 9 8 t o 5 5 5 q. 

由方 4 1 5 47 6 1 5 2 1 

乃其尾 ? 8 5ヽ 151 

す：迫榊囚 6 2 2 ? ? 6 178 1 

,j・多田 238 4 1 1 5 1 
l 

因迫森近． 5 0 7 5 8 6 2 5 5 1 

,Jj * 20ヽ 812 1 2 I ， 
大多田 261 0i8 128 

丸山 29 ? ] 3 7 10, 

＇ 
10 

砧尽 1 4 l 9 5 

“ 
I 10 

筆広 1 31 32 3 5 § 1 10 

11}田 155 0 56 ？ ， 
註 1 文ヽ文 12 午 ［ ドベq冥れ紐付 々 :9.-~U 」 |g近

2 ） 渇考 の 使~ I"月 、七 1 0キ ＇ 訳地み丘渭ふ l （兼；尺

田雇文

土井文古

に よ りIt式．

に上 る．

（中京大学経済学論叢： 幕末瀬戸内農村における鉄砲売買の実態と特質）
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中

村

八

重

子

大
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A
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班

三

浦

忍

大
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1108与一 担当・講一

(3)例会の予定日の仮予約

例会の予定日の決定には西村先生との折衝が必要

なため、仮予約は講師補佐の分担とする。

6ヶ月前の同日 （土日祝日の場合は翌平日 ）の 8:30に

電話（メールは不可）で仮予約する。

空室状況は 6ヶ月後のその日までが情報プラザのホ

ームページに公開される。それ以降は仮予約できない

が、空室状況は窓口に聞けば教えてもらえる。（情報プ

ラザ内の関係者は 6ヶ月後以降も仮予約できる）

2 例会運営関連 担当：幹事

(1)例会の予約・支払い （担当：幹事）

①予約

講師補佐による仮予約(6ヶ月前実施）の情報を受け

て、 堡 会g狂週間前ぐらいまでに、予約＿のため利用申‘
-- 9 9 ・・ ' 

る郵送、 Fax、又は直接窓口へ提出する。

②支払い-l会の 2週間前くらいまでに銀行振 り込み、又は現
支`払う。利用許可証兼領収書杢入手；

（

県

立

文

書

館

）

古

文

書

解

読

同

好

会

運

営

要

領

七

、

右

役

の

役

目

．ー
、

講

師

補

佐

。

講

師

と

調

整

し

、

各

月

の

進

捗

を

事

前

に

決

め

、

解

読

文

を

準

備

し

、

各

班

で

読

む

区

切

り

を

決

め

る
。

テ

キ

ス

ト

上

の

懸

案

事

項

が

あ

れ

ば

講

師

に

フ

ィ

ー

ド

バ

ッ

ク

し

て

そ

の

解

決

に

努

め

、

判

っ

た

も

の

は

整

理

し

、

そ

の

他

連

絡

事

項

を

加

え

て

例

会

資

料

を

作

成

し

配

布

す

る

。

且
、

幹

事

、

副

幹

事

。

テ

キ

ス

ト

選

定

へ

の

協

力

と

コ

ピ

ー

配

布

、

会

員

の

入

退

会

受

付

・
名

簿

の

管

理

、

会

員

へ

の

連
絡
、

r

隣

障

阻

．
設

営

・
後

仕

舞

等

、

例

会

を

実

施

す

る

に

必

要

な

作

業

を

会

員

の

協

力

の

も

と

に

行

う
。

年

度

始

め

・
終

り

、

会

に

課

題

が

生

じ

た

時

な

ど

に

、

班

長

会

又

は

全

体

会

を

招

集

し

掌

理

す

る

。

面
、

会

計

。

会

費

を

徴

収

し

、

必

要

な

支

出

を

す

る

。

•
I
V
、

監
査

。

会
費
の
収
支
を
監
査
し
、
そ
の
適
否
を
班
長
会
に
報
告
す
る

。

＞、

班

長

。

班

の

意

見

を

集

約

し

班

長

会

に

出

席

し

、

ま

た

会

費

等

の

取

り

ま

と

め

を

行

う

。

八

、

全

体

会

、

班

長

会

i

、

班

長

会

は

幹

事

ま

た

は

三

分

の

一
以

上

の

班

長

か

ら

の

要

請

で

開

催

し

、

諸

課

題

を

審

議

し

、

議

決

す

る

。

U
、

班

長

会

の

議

決

要

件

は

、

定

足

数

は

全

班

長

の

過

半

数

以

上

の

参

加

、

議

決

は

出

席

班

長

の

過

半

数

以

上

の

賛

成

と

す

る

。

出
、

幹

事

は

班

長

会

の

審

議

・
議

決

事

項

を

記

録

し

、

適

宜

、

全

体

会

に

報

告

し

、

会

員

の

確

認

を

受

け

る

。

Vl
、

決

算

・
監

査

、

次

期

予

算

、

同

園

即

即

囮

阿

即

杓

5
口
副
引

一会

で

会

員

の

確

認

を

受

け

る

。

一

＞

全

体

会

、

班

長

会

は

原

則

と

し

て

例

会

終

了

後

に

行

う

。

評
5
9
-
1

記

録

を

次

班

長

会

で

審

議

し

議

決

す

る

。

年

度

始

め

の

全

付

帯

事

項
当

同

好

会

は

、

県

立

文

書

館

が

行

う

古

文

書

整

理

、

資

料

集

校

正

や

、

災

害

時

の

古

文

書

復

旧

作

業

等

に

お

い

て

、

そ

の

紹

介

や

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

有

志

を

募

る

な

ど

の

仲

立

ち

に

協

力

す

る

。

令

和

四

年

十

月

改

制

定
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マニュアル（抜粋） 位022.10.8船迄：

1与力業務 担当：講師補佐

(3)例会の予定日の仮予約

例会の予定日の決定には西村先生との折

衝が必要なため、仮予約は講師補佐の分担

とする。

6ヶ月前の同日 （土日祝日の場合は翌平

日 ）の 8:30に電話（メー ルは不可）で仮予約す

る。

空室状況は6ヶ月後のその日までが情報プ

ラザのホームペー ジ に 公 開 される。それ以

降は仮予約できないが、 空室状況は窓口に

聞けば教えてもらえる。（情報 プラザ内の関係

者は 6ヶ月後以降も仮予約できる）

2 例会運営関運 担当 ：幹 事

(1)例会の予約・支払い （担当：幹事）

① 予約

講師補佐による仮予約(6ヶ月前実施 ）の情

報を受けて、例会の 3週間前くらいまでに、予

約のため利用申込書を郵送、 Fax、又は直接

窓ロへ提出する。

②支払い

例会の 2週間前くらいまでに 銀行振り込

み、又は現地で支払う。利用許可証兼領収書

を入手。

（

県

立

文

書

館

）

古

文

書

解

読

同

好

会

運

営

要

領

令

和

五

年

一

月

七

、

右

役

の

役

目

i
、

講

師

補

佐

。

講

師

と

調

整

し

、

各

月

の

進

捗

を

事

前

に

決

め

、

解

読

文

を

準

備

し

、

各

班

で

読

む

区

切

り

を

決

め

る

。

テ

キ

ス

ト

上

の

懸

案

事

項

が

あ

れ

ば

講

師

に

フ

ィ

ー

ド

バ

ッ

ク

し

て

そ

の

解

決

に

努

め

、

判

っ

た

も

の

は

整

理

し

、

そ

の

他

連

絡

事

項

を

加

え

て

例

会

資

料

を

作

成

し

配

布

す

る

。

iiu、
幹

事

、

副

幹

事

。

テ

キ

ス

ト

選

定

へ

の

協

力

と

コ

ピ

ー

配

布

、

会

員

の

入

退

会

受

付

・

名

簿

の

管

理

、

会

員

へ

の

連

絡

、

会

場

確

保

・
設

営

・
後

仕

舞

等

、

例

会

を

実

施

す

る

に

必

要

な

作

業

を

会

員

の

協

力

の

も

と

に

行

う

。

年

度

始

め

・
終

り

、

会

に

課

題

が

生

じ

た

時

な

ど

に

、

班

長

会

又

は

全

体

会

を

招

集

し

掌

理

す

る

。

凪

靡

。

会

費

を

徴

収

し

、

必

要

な

支

出

を

す

る

。

．IV
ヽ

冒

。

会

費

の

収

支

を

監

査

し

、

そ

の

適

否

を

班

長

会

に

報

告

す

る

。

＞、

関

。

班

の

意

見

を

集

約

し

班

長

会

に

出

席

し

、

ま

た

会

費

等

の

取

り

ま

と

め

を

行

う

。

ー
．
同
好
会
運
営
要
領
改
定

災

害

時

．の

古

文

書

復

旧

作

業

等

に

お

い

て

、

八

、

全

体

会

、

班

長

会

i

、

班

長

会

は

幹

事

ま

た

は

三

分

の

一
以

上

の

班

長

か

ら

の

要

請

で

開

催

し

、

諸

課

題

を

審

議

し

、

議

決

す

る

。

凡

班

長

会

の

譲

決

要

件

は

、

定

足

数

は

全

班

長

の

過

半

数

以

上

の

参

加

、

議

決

は

出

席

班

長

の

過

半

数

以

上

の

賛

成

と

す

る

。

面

、

幹

事

は

班

長

会

の

審

議

・
議

決

事

項

を

記

録

し

、

適

宜

、

全

体

会

に

報

告

し

、

会

員

の

確

認

を

受

け

る

。

記

録

を

次

期

役

員

に

引

き

継

ぐ

。

•
V
l、
決
算
・

監
査

、

次
期
予
算

、

次
期
役
員
任
命
等
は
、
年
度
終
り
の
班
長
会
で
審
議
し
議
決
す
る
。

年
度
始
め
の
全
体

会

で

会

員

の

確

認

を

受

け

る

。

年

度

途

中

で

予

算

、

役

員

の

変

更

の

必

要

が

生

じ

た

場

合

は

、

適

宜

、

同

様

に

、

班

長

会

で

審

議

、

議

決

し

、

全

体

会

で

会

員

の

確

認

を

受

け

る

。

＞

、

全

体

会

、

班

長

会

は

原

則

と

し

て

例

会

終

了

後

に

行

う

。

付

帯

事

項
当

同

好

会

は

、

県

立

文

書

館

が

行

う

古

文

書

整

理

、

資

料

集

校

正

や

、

そ

の

紹

介

や

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

有

志

を

募

る

な

ど

の

仲

立

ち

に

協

力

す

る

。
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2
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監
査
役
交
代

A
4
班

中

村

八

重

子

さ

ん

↓

と

こ

班

三

浦

忍

さ

ん

（
抜
粋
）

改

定



県
立
文
書
館
所
蔵
・
安
佐
郡
吋
没
場
文
書
「
八
木
村
旧
記
諸
控
帖
」
参
考
資
料
（
令
和
5
.
1
.
2
8
)
6

①

鮎

漁
可
部
地
方
の
名
産
と
し
て
、
鮎
お
よ
び
う
る
か
が
あ
る
。
天
保
十
二
年
(

k

g
-
)
塩
鮎
が
江
戸
大
奥
に
献
上
さ
れ
て
い

る
が
、
将
軍
献
上
用
と
し
て
は
、
下
四
日
市
の
河
戸
に
藩
営
の
「
御
簗
所
」
を
置
き
、
鮎
の
捕
獲
を
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
可
部
地
方
の
川
筋
村
々
と
く
に
、
河
戸
よ
り
川
上
の
村
々
で
の
川
漁
は
「
村
々
小
百
姓
・
浮
過
之
者
共
毎
年
一
＿
一
月
i
九

月
頃
迄
ハ
川
漁
渡
世
と
不
相
成
、
漸
々
冬
春
雑
魚
を
取
渡
世
之
助
ヶ
ニ
仕
来
候
」
と
、
り
ょ
う
の
で
き
る
時
期
は
厳
禁
さ
れ
て

お
り
、
小
百
姓
・
浮
過
ら
は
、
わ
ず
か
に
雑
魚
を
と
っ
て
、
渡
世
の
助
け
に
し
て
い
た
。
御
簗
所
の
J
I
I
下
で
は
、
川
漁
が
許
さ
れ
、

中
島
村
の
物
産
に
「
鮎
之
背
酢
往
古
は
御
前
御
用
被
二
仰
付
1

、
賞
村
ョ
リ
仕
出
申
候
、
常
時
無
＞
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
川
漁
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
』
芦
謡
き
。
ま
た
、
中
島
村
・
深
川
村
に
は
「
株
切
川
之
者
共
」
が
お
り
、
「
切
川
鮎
漁
」
が
お
こ

ヽ
—

A
勝
木
・
団
川
家
文
当
「
商
宮
郡
勝
木
村
。

な
わ
れ
て
し
ナ
漁
留
裟
免
ー
一
付
小
百
姓
共
御
恩
翡
」

（
中
略
）

御
簗
所
は
、

寛
延
一
＿
一
年
（
一
芸
0

)

1

―
一
月
に
大
水
の
際
、

の
御
築
所
を
廃
し
て
、

い
や
が
瀬
（
河
戸
の
川
上
）
と
深
川
と
の
一

御
簗
所
が
川
番
を
お
い
て
見
廻
り
を
し
て
も
密
漁
は
た
え
な
か
っ
た
よ
う
で
、
嘉
永
六
年
（
一
会
―
―
-
)
に
は
、
密
漁
者
を
み
つ
け

こ
令
ヽ
ヽ

t
ヵ

か
え
っ
て
手
庇
を
負
わ
せ
ら
れ
る
事
件
が
お
こ
り
、
勝
木
・
飯
室
な
ど
の
川
筋
の
村
々
へ
密
漁
を
せ
ぬ
よ
う
厳
重
に
申

が
、
そ
れ
で
稼
ぐ
こ
と
が
出
来
た
。
鮎
落
の
盛
り
は
秋
の
彼
岸
の
こ
ろ
が
最
中
で
、
鯉
・
う
な
ぎ
・
せ
い
こ
・
雑
魚
な
ど
を
憔

す
る
こ
と
が
出
来
た
。
献
上
用
の
鮎

・
う
る
か
は
、

て、

伝
手
を
つ
か
い
直
に
売
り
払
わ
れ
た
声
屯
s
o

御
簗
所
の
廃
止
の
後
、
川
筋
村
々
の
農
民
達
は
、

い
の
お
き
る
ほ
ど
、

切
＂
＂
弗
二
甘
応
‘

盛
ん
に
漁
が
行
わ
れ
た
し
、

缶
沼
メ
旺
ゃ
乙
糾
奴

，．
—
Lー
寸
J
、

政
の
頃
か
ら
、
簗
が
と
り
の
ぞ
か
れ
、

あ
ま
る
と
役
人
達
が
買
取
っ
て
い
た
が
、

切
川
漁
を
行
い
、

中
島
村
な
ど
川
下
へ
鮎
の
落
が
多
く
、

川
漁
稼
の
者
、

寛
政
の
頃
こ
れ
も
河
戸
に
お
い

あ
る
い
は
慰
打
の
も
の
た
ち

し
わ
た
し
て
翌
＾
・
歴
川
家
文
翌
窃
永
六
年
「
川
唇

い
る
一
件
一
一
付
御
喝
有
密
申
上
ル
忠
付
」

-
.

i
『

{

献
上
用
の
鮎
が
と
ら
れ
終
る
と
、
簗
は
払
い
に
な
り
、

付
の
善
悪
で
、
所
替
を
し
た
と
も
い
わ
れ
る
↑
屯
変
0

水

産

な
に
＇
さ
ま
【
何
様
】
冒
〖
名
〗
g]
(
rな
に
ざ
ま
」
と
も
）
状
況

を
不
明
な
も
の
と
し
て
指
示
す
る
。
ど
ん
な
様
子
。
ど
の
よ

．

う
。
•
源
氏
I

末
摘
花
「
な
に
さ
ま
の
事
ぞ
わ
れ
に
は
つ
つ
む

事
あ
ら
じ
と
な
む
お
も
ふ
と
の
給
へ
ば
」
＊
源
氏
I
若
菜
下

「
衛
門
督
を
ば
、
な
に
さ
ま
の
事
に
も
故
あ
る
ぺ
き
お
り
ふ
し

に
は
」
●
後
二
条
師
通
記
I
応
徳
二
年
三
月
七
日
「
天
台
座
主

令
隆
宗
申
案
内
之
処
、
何
様
候
．
不
審
無
極
耳
」
•
太
平
記
I
-

0
•
安
東
入
道
自
害
事
「
さ
て
御
屋
形
の
焼
跡
に
は
、
傍
輩
何

様
（
ナ
ー
ー
サ
マ
）
腹
切
討
死
し
て
み
ゆ
る
か
と
尋
け
れ
ば
」

目
（
何
と
か
と
い
う
お
方
の
意
で
）
高
貴
な
人
、
豊
か
な
人

ょ
．
を
漠
然
と
き
す
。
「
芝
さ
ま
つ
よ
う
旱
ょ
暮
f
っ
し
防

F
,

渭

り

賢

ー

か
に
も
。
た
し
か
に
。
全
く
。
•
後
二
条
師
通
記
I

寛
治
六

年
二
月
二
五
日
「
不
使
焦
極
．
何
様
可
被
行
之
旨
可
申
也
」

•
太
平
記I
八
•
三
月
十
二
日
合
戦
事
「
事
の
体
を
見
る
に
、
何

様
（
ナ
―
一
さ
ま
）
、
坐
な
が
ら
敵
を
京
都
に
て
相
待
ん
事
は
．
武

略
の
足
ざ
る
に
似
た
り
。
洛
外
に
馳
向
て
可
社
四
と
て
」
•
御

伽
草
子
・
酒
呑
童
子
「
こ
は
不
思
議
な
る
次
第
か
な
、
何
さ
ま

対
面
申
ぺ
し
。
こ
な
た
へ
請
じ
申
せ
と
あ
り
け
れ
ば
」
•
歌
舞

伎
・
小
袖
曾
我
削
色
縫
（
十
六
夜
清
心
）
I
-
―
-
立
「
『
御
休
足
遊
ば

さ
れ
ま
せ
う
』
『
何
さ
ま
．
左
様
致
す
で
あ
ろ
ふ
』
」
拿
雪
中
梅

＾
末
広
鉄
腸
＞
下
・
八
「
技
相
に
見
え
る
が
、
何
様
（
ナ
ー
ー
サ
マ
）

一
の
政
治
家
に
は
違
ひ
な
い
」
頑
園

o
eに
つ
い
て
は
、

「
な
に
よ
う
」
「
い
か
さ
ま
」
が
．

0
に
つ
い
て
は
「
い
か
さ
ま
」

が
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
漠
字
で
「
何
様
」
と
書
か
れ
た
も

の
は
そ
の
区
別
を
判
別
し
が
た
い
。
丙
園
①
何
分
に
も
。
な

に
し
ろ
。
「
な
に
さ
ま
肥
料
が
高
く
て
ど
う
も
な
ら
ぬ
」
淡
路

島
⑱
和
歌
山
市
綿
高
知
県
高
岡
郡
樽
原
844
（
な
ん
さ
ま
》

熊
本
市
041
②
い
か
に
も
。
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
。
愛
知
県
名

ー
古
屋
窃
困
面
合
ア
〉
回
円
食
ア
〉
◎
固
圏
文
明
ら
易
林
•
書
含

御
簗
所
の
上
流
・
下
流
に
お
い
て
川
漁
を
め
ぐ
っ
て
争

F
甘

ー

[

[

『

□日
[

/

□□
]

]
ー□
い
t
rいい
い

ば

し

i

い

『

出

没

1

『
名
一
塁
―
F
時
代
、
本
役
を
持
つ
も
の
．
：

百
姓
あ
る
い
は
、

広
島
の
町
人
が
そ
れ
を
入
札
で
と
っ
て
い
た
。
寛

ヶ
所
に
設
慨
し
た
、
あ
る
い
は
、
川
水
の
趣
に
よ
っ
て
鮎
の

そ
の
附
近
に
河
水
が
氾
濫
し
、

農
民
達
が
困
苦
を
訴
え
た
の
で
、

河
戸

③
 

: 



。 ②

切

川

漁

n

7

網
の
設
置

切
川
漁
は
、
産
卵
期
の
落
ち
ア
ュ
を
ね
ら
っ
た
漁
法
で

7
刈

1
叫
打

T
ー
！

ぃ

組

に

な

り

、

毎
ー，
旬
↓
俎
の
場
所
叫
網
叶
張
叫

1
日
9
っ
な
が
っ

て
い
る
川
で
、
そ
の
瀬
の
上
の
水
深
が
膝
ま
で
の
浅

い
と
こ
ろ
を
、
あ

ら
か
じ
め
、
数
日
か
け
て
川
底
を
な
ら
し
、
網
の
前
が
わ
ず
か
に
ゆ
る

い
凹
み
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
網
は
一
張
が
長
さ
一

0
店
、
丈
九

0
tン、

目
の
大
き
さ
二
梵
ほ
ど
の
麻
糸
製
で
、
各
自
が
持
ち
よ
っ
た
網
を
つ
な

い
で
、
川
の
は
し
か
ら
は
し
ま
で
完
全
に
仕
切
る
（
川
を
端
か
ら
端
ま

で
切
る
と
こ
ろ
か
ら
、
切
川
漁
と
呼
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
）
。
そ
し
て
、

網
の
下
部
が
川
底
か
ら
浮
か
な
い
よ
う
に
石
で
押
さ
え
る
。
ま
た
上
縁

部
に
は
、
シ
ュ
ロ
縄
を
通
し
、
流
れ
の
速
さ
に
応
じ
て
、
一
定
間
隔
に

つ
り
竹
・
つ
り
縄
に
よ
っ
て
上
流
側
か
ら
引
っ
張
っ
て
お
く
。

漁
期
間
中
、
網
は
設
置
し
た
ま
ま
で
あ
る
が
、

間
、
別
の
網
と
取
り
替
え
、

切
川
漁
の
漁
法
の
説
明

番

組

（

ば

ん
ぐ
み

代
官
の
配
下
に
〖

が
手
付
と
し
て
付
け
，
f

支
配
足
軽
と
称
す
）
と
い
い
、

た
。
（新
二
）

金
岡
照
『
広
島
坤

訂
版
）

部
分
的
に
は
、

乾
か
し
て
柿
渋
を
塗
り
か
え
た
。

切
川
漁
は
、
産
卵
期
の
落
ち
ァ
ュ
を
ね
ら
っ
た
漁
法
で
、
下
流
の
川
幅
い

っ

ば
い
に
網
を
張
●
、
ア
ユ
が
モ
ジ
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
捕
ら
え
る
。

図
①
は
、
絹
を
張
る
場
所
。
あ
ら
か
じ
め
川
底
に
ゆ
る
い
凹
み
を
つ
け
る
。

図
②
は
、
モ
ジ
の
仕
掛
け
方
。
図
③
は
モ
ジ
。
萩
と
篠
竹
を
蔓
で
絹
ん
で
作
る
。

、
六
人

後
に
勘
定
所

そ
の

一
部
は
常
住
在
郡
し

心
し
て
い
る
よ
う
に
、

数
日

,J‘9竹

／ 
=I  -= ふ'.—-,.;; -

-,,)沌 ①
 

勝
木
・
誼
川
家
文
召
「
森
宮
郡
勝
木
村
漁
留
。

彼
等
の
生
活
を
圧
迫
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
御
差
免
二
付
小
百
姓
共
切
川
魚
御
鰍
苔
付
」

＝ · —· →〒—•.. 
...., -・・ •::---= ニ＝ーデヵヶ.r, —苓

モ；；
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nu又

やや凹みをつI.9る

『
可
部
町
史
』

②
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③

・
④
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

（
小
学
館
）

そ
の
ま
ま
で
、
臨
時
に
他
の
職
務
に
服
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ

の
役
人
。
し
ゅ
つ
や
く
。
＠
職
務
上
の
出
張
。
出
張
勤
務
．

ま
た
｀
そ
の
役
人
。
し
ゅ
つ
や
く
。

＠
会
議
に
出
席
す
る

こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
。
出
座
。
し
ゅ
つ
や
く
。
＠
関
東
取

締
出
役
の
略
称
。
①
の
う
ち
、
特
に
有
名
で
あ
っ
た
た
め
、
し

ば
し
ば
こ
の
略
称
が
用
い
ら
れ
た
。
し
ゅ
つ
や
く
。
涸
圏

合
ァ
〉
⑪

-̀.. .J 
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浜
田
藩
は
、
石
見
匡
（
島
根
県
）
浜
田
に
居
城
を
持
ち
、
那
賀
・
美
濃
両
郡
の
大
部
分
と

お
お

ち

邑
智
郡
の
西
南
部
を
主
要
領
域
と
し
た
中
藩
で
あ
る
。

関
ヶ
原
戦
後
処
理
に
よ
り
、
石
見
全
域
は
徳
川
直
轄
下
に
入
っ
た
が
、
慶
長
六
年

な

お

も

り

か

の

あ

し

（
一
六
0

-

)

坂
崎
出
羽
守
直
盛
が
津
和
野
に
封
じ
ら
れ
、
西
部
の
鹿
足
郡
を
主
体
と
し

た
約
三
万
石
の
津
和
野
藩
が
置
か
れ
た
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
古
田
重
治
が
、
伊
勢
国

松
坂
か
ら
浜
田
に
封
じ
ら
れ
、
五
万
四

0
0石
の
浜
田
藩
が
成
立
し
、
石
見
国
は
、
東
か

ら
石
見
銀
山
料
•
浜
田
藩
・
津
和
野
藩
と
三
分
さ
れ
た

。

浜
田
藩
と
銀
山
料
と
は
、
だ

い
た
い
印
ノ
叫
を
も
っ
て
境
す
る
が
、
鉱
山
の
所
在
地
や
江
ノ
川
舟
運
の
要
地
は
、
江

ノ
川
を
越
え
て
銀
山
料
と
な
っ
た
か
ら
、
領
域
内
に
銀
山
料
の
飛
地
が
形
成
さ
れ
た
。

ま
た
、
西
部
と
南
部
は
津
和
野
藩
と
接
す
る
が
、
こ
れ
も
領
域
は
互
い
に
入
り
組
み
、

津
和
野
藩
の
飛
地
を
抱
え
込
む
な
ど
、
複
雑
な
領
域
を
形
成
し
た
。

か

も

や

ま

か

め

や

＊

重
治
は
、
浜
田
入
部
に
当
た
っ
て
鴨
山
を
城
地
と
定
め
、
こ
れ
を
亀
山
と
改
め
て
六

年
二
月
か
ら
築
城
に
着
手
し
、
九
年
五
月
に
は
居
城
お
よ
び
城
下
の
工
事
が
ほ
ぽ
完
了

し
げ
つ
ね

し
た
。
こ
の
年
、
重
治
は
、
兄
重
勝
の
子
重
恒
に
家
督
を
譲
っ
た
が
、
慶
安
元
年
（
一

六
四
八
）
六
月
、
重
恒
は
嗣
子
な
く
し
て
死
去
し
、
絶
家
と
な
り
、
古
田
氏
在
封
は
二

代ー―

-0年
で
終
わ
っ
た
。

古
田
家
断
絶
後
、
所
領
は
収
公
さ
れ
、
浅
野
因
幡
守
長
治
・
亀
井
能
登
守
妓
政
が
在

番
し
た
。
同
二
年
八
月
、
譜
代
の
松
平
（
松
井
）
周
防
守
康
映
が
、
播
磨
国
山
崎
（
宍
粟
）

か
ら
浜
田
へ
移
さ
れ
、
十
一
月
入
部
し
た
。
以
後
、
康
官
・
康
員
・
康
豊
・
康
福
の
五

代
約
―

-
0年
問
が
前
期
松
乎
周
防
守
時
代
で
あ
る
。

や
い
る
い
し

康
官
の
時
、
弟
康
明
に
邑
智
郡
の
内
、
八
色
石
二

0
0
0石
の
地
を
分
知
し
た
が
、

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
康
明
が
嗣
子
な
く
し
て
死
去
し
た
た
め
収
公
さ
れ
、
銀
山
料
へ

伍
日
汀
｀
い
[
[
口
り

□9[

れ
た
。
本
多
氏
は
、
前
年
「
郡
上
騒
動
」
と
の
関
連
で
除
封
さ
れ
た
本
多
忠
央
の
本
家

筋
に
あ
た
り
、
そ
の
懲
罰
的
意
味
も
あ
っ
た
。
本
多
氏
の
在
封
は
忠
倣
・
忠
盈
・
忠
粛

ぅ―
1

1

4-、
1

1
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]
1
r
―＝含
2
,

．つ口
H
J

l
l
uド
ロ
1
p

L

-

‘

4

比
1

、_
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⑤
浜
田
藩
史

て

唇
1ゞ

暦
十
二
年
（
一
七
六

1

1
)
西
ノ
丸
老
中
、
次
い
で
本
丸
老
中
と
昇
進
し
、

如

っぐ

田
沼
意
と
と
も
に
幕
閣
の
中
枢
を
占
め
た
。
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
一
月
、
銀
山
料

凡
□囚
げ
り

S
匡
旧
膚
幡
豆
郡
・
伊
豆
国
加
茂
郡
な
ど
で
一
万
石
が
加
増
さ
れ
、

六
万
四
0
0石
な
っ
た
。
の
ち
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
康
定
の
代
に
信
濃
国
で
替

地
が
与
え
ら
れ
ヽ
石
見
国
の
一
八
ヶ
村
は
銀
山
料
へ
戻
さ
れ
た
。

言
上
知
さ
れ
、
石
見
の
上
知
分
は
浜
田
藩
へ
復
帰
し
、
所
領
は
六
万
一

0
0
0石
余
と
な

っ
た
。松
平
右
近
将
監
家
の
浜
田
在
封
は
、
斉
厚
・
武
揚
・
武
成
・
武
聡
の
四
代
約
一
―

-0
年

間
で
あ
る
。
斉
厚
は
、
天
保
の
大
凶
作
に
対
処
す
る
た
め
、
各
村
に
社
倉
を
設
け
、
永

た
の
も

康
倉
と
名
づ
け
た
。
ま
た
藩
校
を
周
防
守
時
代
の
家
老
岡
田
頼
母
の
旧
邸
に
置
き
、
こ

れ
を
道
学
館
と
し
た
。
斉
厚
は
、
将
軍
家
斉
の
第
一
九
男
斉
良
を
養
子
に
迎
え
た
が
早

世
し
た
た
め
、
松
平
頼
忠
の
一
＿
一
男
武
揚
を
急
養
子
と
し
た
。
浜
田
藩
最
後
の
藩
主
と
な

っ
た
武
聡
は
、
徳
川
斉
昭
の
第
一

0
男
で
、
将
軍
慶
喜
の
実
弟
で
あ
る
。
武
成
の
末
期

差
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
武
成
・
武
聡
の
代
｀
藩
政
改
革
を
推
進
し
、
肥
後
の
横
井

小
楠
の
も
と
に
家
臣
を
遣
わ
し
、
意
見
を
徴
し
た
り
、
殖
産
興
業
に
も
積
極
的
に
取
り

組
ん
だ
。
一
方
、
銀
内
嘉
久
志
村
に
台
場
を
構
築
す
る
な
ど
海
防
に
も
努
め
た
が
、
慶

応
二
年
（
一
八
六
六
）
第
二
次
長
州
戦
争
に
敗
退
し
、
七
月
十
八
日
、
浜
田
城
は
炎
上
、

．

たずた

』

月

r
)
4、
た
い
ヤ
ー
仕
各
人
ム
［
こ
I
t
-
t
‘
`
J
．つ湛
h
1
r二
土
，

F
ヨ
0
日
ヽ
多
つ
こ
。
ぇ
、
8
蕃
貝

ゾ



②
松
平
（
松
井
）
家

重
則
—
—
重
勝
ー
ー
重
恒
↓
無
閉
塾
琢

．

ー
重
忠

一

↓

重

恒
室

伊
勢
国
ヽ
|
重
治
|
|
重
延

松
坂
か
ら

①

古

田

家

外

様

⑦
 

⑥
 松

平
（越智）
家

時
期
（
武
揚
の
例
）

天
保
十
一
年
五
月
十
八
日
江
戸
発
ー
六
月
十
四
日
浜
田
着

天
保
十
二
年
六
月
十
七
日
浜
田
発
ー
ニ
十
九
日
江
戸
着

交
通
路

（浜

田

領

）

（

津

和

野

領

）

（

浜

田

領

）

'

、,

.

|

.

.
,

、

し

(

‘

浜
田
↓
辻
堂
↓
後
野
↓
佐
野
↓
今
福
↓
今
市
↓
和
田
本
郷
↓
市
木
↓
三
坂
↓
大

朝
↓
中
山
↓
本
地
↓
可
部
↓
海
田
市
↓
西
条
四
日
市
↓
本
郷
↓
尾
道
↓
七
日
市

↓
板
倉
↓
片
上
↓
正
条
↓
加
古
川
↓
兵
庫
↓
伏
見
↓
大
津
↓
石
部
↓
関
じ
桑
名

↓
宮
↓
藤
川
↓
新
居
↓
袋
井
↓
藤
枝
↓
興
津
↓
沼
津
↓
小
田
原
↓
戸
塚
↓
江
戸

（
注
）
太
字
は
宿
泊
地
（
定
本
陣
）
。

〔
藩
主
の
系
図
〕譜

代
ー

康

政

ー

康

房

康

官

次

男

、

早

世

（
松
井
）
為
維
…
．
康
重
ー
一
ー
応
釦
ー
ー
配

5
1酎
ー
応
慰
睾
康
郷
長
男

ヽ

＿

一

醤
竺

⇒

贔

明

上

房

—
康
敬
ー
ー
＇
康
郷
ー
|
康
豊

〔
参
勤
交
代
〕

密
．
禅
．
浄
土
の
九
ヶ
寺
と
真
宗
寺
院
と
で
宗
論
が
争
わ
れ
（
浜
田
宗
論
）
、

府
の
裁
断
を
仰
ぐ
ま
で
に
発
展
し
た
。

．

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
一
月
、
忠
粛
は
三
河
国
岡
崎
へ
移
り
、
岡
崎
か
ら
再
び
松
平

康
福
が
浜
田
へ
入
部
し
た
。
康
福
の
強
い
要
望
に
よ
っ
て
と
い
う
。
康
福
．
康
定

．．
 
康

任
・
康
爵
の
四
代
約
七

0
年
間
が
後
期
松
平
周
防
守
時
代
で
あ
る
。

＼
‘

（
姻
戚
関
係
）

そ
れ
は
幕

下
総
国

古
河
か
ら

↑
 

忠
勝
：
．．．
 
：
忠
良
ー
甜
倶
真
田
信
弘
六
男
加
配
↓
戸
呻
渭
（
岡
崎
藩
参
照
）

rl忠
粛
．

NQ2 

③

本

多

家

譜

代

は
、
長
州
軍
占
領
下
に
置
か
れ
た
が
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
八
月
、
大
森
県
管

入
っ
た
。
翌
―
―
一
年
一
月
、
浜
田
県
と
な
り
、
九
年
、
島
根
県
設
置
ま
で
浜
田
は
石

政
治
経
済
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

渡
し
舟
太
田
川
橋
も
、
安
佐
大
橋
も
無
か
っ
た
時
代
の
佐
東
町
か
ら
、
対

岸
に
至
る
に
は
、
阿
武
山
麓
の
東
北
端
十
歩
一
か
ら
可
部
中
原
部
落
に
通
じ
、

る
「
八
木
渡
し
」
、
八
木
一
ツ
矢
部
落
か
ら
玖
村
北
部
に
至
る
「
玖
村
渡
し
」
、
さ

ら
に
八
木
城
山
下
川
岸
か
ら
玖
村
南
端
を
結
ぶ
「
忠
平
渡
し
」
、
つ
い
で
上
中
調

子
か
ら
矢
口
に
至
る
「
高
瀬
渡
し
」
、
中
々
調
子
か
ら
小
田
北
端
に
通
じ
る
「
小

田
渡
し
」
の
五
ヵ
所
の
渡
船
場
が
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
、
八
木
渡
場
は
藩
政
時
代
に
、
広
島
ー
松
江
ー
浜
田
を
結
ぶ
陰
陽

連
絡
の
要
衝
で
あ
っ
た
た
め
、
渡
船
者
は
太
田
川
渡
船
場
中
の
最
高
位
を
占
め

文
政
年
代
の
運
上
銀
は
「
銀
三
百
一
匁
」
と
芸
藩
通
志
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

『
佐
東
町
史
』

酎

甚

前

田

夏

三

男

康

保

1Hll
田
清
長
六
男
、
早
世

蒻
｀
~
―
_
女
康
定
室
一

1バ
]
庫
道
長
男
ー
い
正
慣
（
誓
藩
参
照
）

ー
康
圭

④
松
平
（
越
智
）
家

親
藩

ー
女
武
揚
室

武
寛
ー
斉
厚
—
ー
斉
良
翌
杢
委
一
九
男
、
早
世

＼
た
け
あ
ょ
松
平
籟
忠
一
一
＿
男
存
し
げ
松
平
義
建
三
男
た
け
さ
と
（
あ
9
ら
＞
美
作
国
一
鶴
田
藩
＿

上

野

国

ー

ー

武

揚

武

成

武

聡

ー

|

ー

↓

鶉

田

へ

参

照

館

林

か

ら

徳

川

斉

昭

一

0

男

⑤
S
⑦

『

藩

史

大

事

典

第

6
巻
中
国
・
四
国
編
』
（
雄
山
閣
）

⑧
八
木
横
渡
し

下
に
見
の



⑨ 松平氏系図
【松平氏】

松

①親氏一②泰親

圧光—―
勝親

； 

『大百科事典』（平凡社）

＊一近世まて続いた家．

①②③•~•••••は家将藁襄承順位，

出

品•
岡崎のち大軍

光霊・

安櫨

④親忠

品•
形原

与員r--・ーー（丹波亀山濯）

品
随見
光親••--日（杵纂濯）

R長親 .. 

這
乗元 乗正・ 乗勝一ー（西渇濯）

品［芯・［m-一•（豊後府内逼）
；； 
品

共•一（小島瀑）

国＿＿＿（島原蕩）

遺lII

⑥信忠 ⑦渭腹一一⑧広忠一⑨家康→一信康

：こ五；．、
冑野のち東条

棄春

⑪
か
し
ら
＇
が
き
【
頭
害
】
つ
P〗
e
出
害
物
の
本
文
の
上
の
欄
に
、

解

釈

、

批

評

そ

の

他

の

害

き

入

れ

を

す

る

こ

と

。

ま

た

、

そ

の

書

い

た

こ

と

ば

。

頭

注

。

慄

注

。

と

う

し

ょ

。

●

満

佐

須

計

装

束

抄

I
-―
-

「

か

し

ら

が

き

は

二

殿

の

御

手

な

り

」

＊

六

物

図

抄

「

首

書

ヵ

ツ

ラ

カ

キ

に

可

観

と

あ

る

ほ

、

竹

庵

の

可

観

法

師

の
事
也
」
•
上
杉
家
文
書1（
永
緑
―
二
年
）
四
月
二
六
日
・
小
⑬
 

品

磁

鎮

沓

状

（

大

日

本

古

文

害

一

・

五

五

五

）

r就
中

、

此

国

之

様

子

、

各

以

ー

ー

頭

書

玉

＇

入

候

」

●

咄

本

・

醒

睡

笑

＇

七

「

自

然

わ

ー

す

る

る

出

も

あ

り

な

め

と

、

論

義

の

か

し

ら

臼

を

仮

名

に

出

き
た
り
」
•
授
業
編
＇
七
「
彼
（
か
の
）
頭
（
カ
シ
ラ
ガ
キ
）
の
三

重

韻

と

い

ふ

も

の

は

数

十

年

手

に

と

り

て

見

る

人

も

な

く

」

＠

書

物

や

文

古

の

冒

頭

に

電

そ

の

書

の

趣

旨

な

ど

を

書

く

こ

と
。
ま
た
｀
そ
の
こ
と
ば
。
●
俳
諧
•
江
戸
十
歌
仙
＇
九
「
奉
加

の

帳

の

首

害

ま

で

＾

似

春

＞

妥

に

中

比

儒

者

一

人

の

月

澄

て

＾

春

澄

＞

」

＠

膊

本

の

台

祠

（

せ

り

ふ

）

書

き

の

上

に

添

書

き

を

し

て

、

そ

の

台

詞

を

述

ぺ

る

役

者

の

名

を

書

く

こ

と

。

ま

た

、

そ

の

役

者

の

名

。

頭

付

（

か

し

ら

．

つ

け

）

。

＠

鎌

倉

暮

府

の

訴

訟

制

度

で

、

評

定

沙

汰

に

お

い

て

判

決

草

案

の

各

条

の

頭

部

に

是

非

の

判

定

を

書

き

加

え

る

こ

と

。

ま

た

、

そ

の

書

類

。

頭

付

（

か

し

ら

．

つ

け

）

0

●

沙

汰

未

諫

宮

「

一

同

評

議

繹

終

後

｀

事

書

之

頭

に

、

是

非

を

被

二

害

付

i

是

を

頭

書

と

云

」

羅井
利長●＿＿一（上田濯．J:.山蕩）

叩山償i
g

5

四

一
長

Ha

g

向

光

＿

＿

―

―

―

-

i

 

直

畠

政

基

良

忠

忠

直

直

直

-―
-
l
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域

康

給

秀

一

ロ：二ニ：
隆政—―~“（母里濯）

圏田浜

叩

一

須

中

B

品

5

JIl

•
L
L

甲
一
謝
叩
J
I
l
府

m

条

松

山

陛

戸

綱

重

吉

ぼ

誠

行

ぽ

g

ぽ

e
ぽ

家

綱

綱

・

綱

義

―

―

-

I

-

T
r」
一

丁

l

―

―

-

i

-

光

科

之

友

貞

純

重

図

元

隆

雄

家

保

正

光

頼

頼

光

頼

頼

頼

[

m
‘
i

E
[
:
T
r
r
r」

a
m
iこ
5

品

古

宕

[

”

-

l
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l

l

-
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渡

場

（

＿

）

←安佐南区市民部地域起こし推進課『あさみなみ

散策マップ緑井ルート・上八木ルート』



⑩
 
「松平」姓の大名分類

分類 I 松平系統
形原松平家

能見松平家

深溝松平家

藩名（幕末）

丹波亀山藩

豊後杵築藩

肥前島原藩

三河西尾藩・豊後府
内藩・美濃岩村藩・信
濃龍岡藩

駿河小島藩

摂津尼崎藩

出羽上山藩・信濃上
田藩

越前福井藩・越後糸
魚川藩・出雲松江藩・
出雲広瀬藩・出雲母
里藩・美作津山藩・上
野前橋藩・播磨明石
藩

美濃高須藩

伊予西条藩

讃岐高松藩・陸奥守
山藩・常陸府中藩・常
陸宍戸藩

陸奥会津藩

石見浜田藩

分類

家康の異父同母

給松平家

藤井松平家

結城松平家
（越前家一
統）

松平系統

平家

藩名（幕末）

下総多古藩・伊予i
山藩・伊勢桑名藩・
伊予今治藩

その他（家光正室
の弟の孫が始祖）

上野吉井藩

武蔵川越藩

信濃松本藩

上総大多喜藩・三；
豊橋藩・上野高崎；

大和郡山藩

丹後宮津藩

加賀金沢藩・越中1
山藩・加賀大聖寺予

陸奥仙台藩

周防萩藩

備前岡山藩・因幡I
取藩・播磨福本藩

山内家 阿波徳島藩

黒田家 筑前福岡藩

蜂須賀家 阿波徳島藩

島津家 薩摩鹿児島藩

浅野家 安芸広島；

鍋島家 肥前佐賀藩

*l万石以上の所領1を持つ大名に限定した⑱薩：や
．所領のない広島藩青山内証分家などは省略した）

］］ ② 

前田家

伊達家

毛利家

池田家
外様家で松平姓を
与えられる

忠系

声
家康の娘系（長
女亀姫の子奥平
忠明が家康の養
子に）

奥平松平家
武蔵忍藩・上野小幡
藩

NQ3 
広島市の文化財50『古路・古道調査報告』

仮島市教育委員会ほか， 1992年）

⑭
 
渡
場
（
二
）

⑪

・
⑫

『日
本
国
語
大
辞
典
』
（小
学
館
）
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沼
田
郡
八
木
村
鮎
切
川
漁
之
儀
二
附
御
願
害
附沼
田
郡

覚

八

木

村

一
当
村
川
漁
之
者
鮎
切
川
漁
之
儀
二
附
近
年
度
々
御
願
申
上
候
へ
共
、

い
ま
た
何
タ
ル
御
沙
汰
も
不
被
仰
付
、
依
之
漁
師
共
方
切
川
漁

頻
二
歎
出
申
候
間
、
何
卒
御
慈
悲
ヲ
以
御
赦
免
被
為
仰
付
候
様

御
願
申
上
候
、
素
よ
り
切
川
漁
之
儀
二
附
候
而
ハ
当
郡
御
支
配
之
内
計
成
共

御
聞
届
二
相
成
候
様
御
歎
申
上
候
処
、
右

一
条
ハ
御
判
談
中
二
有
之
候
附

中
調
子
村
漁
師
共
槙
ノ
瀬
切
川
漁
之
外

一
切
相
成
不
申
旨
漁
師
共
ヘ

示
し
置
候
様
去
々
年
敷
笠
間
彦

一
様
御
廻
村
之
靭
御
示
し
被
為
在
候

儀
も
御
坐
候
へ
共
、
何
様
渡
世
向
キ
之
儀
二
も
御
座
候
、
然
ル
処
高
宮
郡
中
島
村
ー

下
深
川
＃

漁
師
共
当
村
之
内
二
而
切
川
漁
仕
候
、
依
之
当
村
漁
師
共
殊
之
外
憤
り
、

頻
二
歎
出
申
候
二
附
早
々
厚
御
判
談
被
為
遣
、
何
レ
之
道
二
も
相
叶
候
様

宜
敷
被
仰
上
被
下
候
様
、
此
段
書
附
ヲ
以
又
々
御
歎
申
上
候
、
已
上

但
シ
此
書
付
ハ
調
替
差
上
候
様
松
浦
様
方

御
談
御
座
候
二
付
則
調
替
差
ヒ
候
、
控
ハ

外
漁
師

一
件
帖
二
有
之

沼
田
郡
八
木
村
此
度
浜
田
様
御
国
替
二
附
当
村
御
渡
り
場
先
年
取
計
方
申
上
書
附

沼
田
郡
八
木
村

党

一
此
度
浜
田
様
御
国
替
二
附
、
先
年
御
国
替
之
節
当
村

御
渡
り
場
御
渡
し
船
出
方
、
村
方
取
計
等
之
害
類
可
差
上
旨
被
為
仰
付
、

奉
畏
相
尋
申
候
得
共
、
以
前
之
書
類
無
御
座
候
、
勿
論
是
迄
御
大
切
之
御
用

通
り
之
御
方
御
通
行
之
節
ハ
御
渡
し
船
都
而
高
宮
郡
下
四
日
市
村
六

相
勤
来
り
申
候
、
凡
四
五
十
年
以
来
見
聞
仕
居
申
候
処
、
尚
又
右
村
役
人
中
江
も

相
尋
申
候
処
、
左
之
通
り
二
御
座
候

一
宝
暦
九
年
卯
八
月
十
八
日
周
防
守
様
御
国
替
二
付
御
上
使

御
通
行
之
節
御
渡
し
船
七
艘
内
＿
晶
謬
高
宮
郡
下
四
日
市
村
方
罷
越
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組
合
割
庄
屋

横
山
直
三
郎
殿

申
六
月
四
日

六
兵
衛

与
頭

弥
九
郎

甚
兵
衛

同 同

甚
右
衛
門

庄
屋
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沼
田
郡
御
役
所 申

八
月
十
五
日
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甚
右
衛
門

庄
屋

六
兵
衛

与
頭

弥
九
郎

甚
兵
衛

同 同

相
勤
申
候
由
二
御
座
候

為
川
役
人
と
下
四
（
日
脱
力
）
市
村
与
頭
壱
人
、
船
差
壱
人
、
当
村
与
頭
壱
人
罷
出
申
候

沼
田
郡
御
番
組
様
御
弐
人
、
御
出
役
人
三
人

高
宮
郡
御
番
組
様
御
弐
人
、
御
出
役
人
三
人

右
ハ
下
四
日
市
村
役
人
中
江
相
尋
申
候
処
如
是
二
御
座
候

一
大
森
御
代
官
様
御
通
行
之
節
、
下
四
日
市
村
方
御
渡
し
船

p
7
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五

艘

弁

謡

謬

罷

越

相

勤

申

候

為
川
役
人
と
下
四
日
市
村
与
頭
壱
人
、
船
差
壱
人
、
当
村
与
頭
壱
人
罷
出
申
候

当
郡
御
番
組
様
御
壱
人
、
御
出
張
御
出
役
壱
人
、
当
村
庄
屋
罷
出
候

一
浜
田
様
御
上
り
下
御
渡
し
船
右
同
断

川
役
人
右
同
断
之
事

右
浜
田
様
御
老
中
様
之
節
ニ
ハ
当
郡
御
番
組
様
御
壱
人

御
出
張
、
当
村
庄
屋
御
渡
り
場
へ
罷
出
候

一
浜
田
御
家
中
様
棚
倉
江
御
引
越
御
先
立
之
分
、
当
月
二
日
三
日
頃
方

十
日
頃
迄
二
凡
四
百
人
計
り
も
御
通
行
御
座
候
得
共
、
可
部
町
方
御
船
下
り
二
而

陸
地
御
通
行
ハ
無
御
座
候
、
此
已
後
御
引
越
之
分
も
定
而
御
船
下
り
二
而

可
有
御
座
候
と
御
座
候

一
館
林
御
家
中
様
御
両
人
先
達
而
浜
田
江
御
通
行
之
節
、
下
四
日
市
村

役
人
中
可
部
町
江
御
呼
出
し
、
御
示
談
ニ
ハ
、
追
々
館
林
御
家
中
浜
田
へ
引
越

有
之
節
、
渡
し
船
之
儀
先
例
ハ
菟
も
角
も
差
問
無
之
様
相
頼
と
の
御
談
二
付
、

其
段
御
請
合
被
申
上
候
由
二
御
座
候

一
右
之
通
御
通
行
之
節
ハ
当
村
横
渡
船
も
手
伝
ひ
渡
し
来
り
申
候
、

其
外
内
々
諸
国
御
家
中
様
御
通
行
之
節
ハ
当
村
横
渡
船
二
而
渡
来
り
申
候
、

一
右
御
通
行
之
節
、
御
渡
り
場
浜
調
、
当
村
方
相
調
来
り
申
候
、
尤
夫
賃
米

出
方
、
郡
村
割
定
例
二
御
座
候

右
ハ
御
尋
二
附
、
頭
書
ニ
メ
奉
差
上
候
、
已
上
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＼

御
山
方御
帖
元
衆
中
様
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且
シ
ィ

申
八
月

庄
屋

甚
右
衛
門
殿

与
頭
中

甚
右
衛
門

庄
屋

六
兵
衛

与
頭

弥
九
郎

甚
兵
衛

同 同

十
七

六
三
郎

沼
田
郡
八
木
村
此
度
洪
水
之
節
流
材
木
之
儀
二
付
百
姓
幸
作
口
上
書
附

申
上
ル
ロ
上
之
覚

一
先
達
而
洪
水
之
節
奥
筋
方
流
材
木
之
内
切
取
隠
置
、
尚
又
改
役
之

風
俗
二
而
徘
徊
い
た
し
候
者
有
之
趣
二
付
、
私
共
へ
御
不
審
相
懸
り
御
呼
出
し

被
成
、
段
々
御
約
之
趣
奉
畏
候
、
右
流
材
木
隠
置
候
儀

一
向
二
無
御
座
候
、

猶
改
役
之
風
俗
二
而
所
々
徘
徊
い
た
し
候
儀
決
而
無
御
座
候
、
尤
去
ル

子
ノ
年
風
折
松
之
節
御
免
許
被
為
遣
候
二
付
角
取
貯
置

申
候
処
、
此
度
之
洪
水
二
居
宅
損
申
候
二
附
、
柱
替
等
二
相
用
ひ
、
残
陪
四
五
寸
、

長
四
五
尺
之
切
角
五
丁
家
廻
り
二
有
之
候
処
、
改
役
広
島
久
次
郎
殿
、

可
部
町
竜
助
殿
被
見
当
、
隣
家
へ
被
預
置
、
村
方

へ
も
御
駆
合
、
尚
御
極
印

等
之
御
届
ケ
も
御
座
候
趣
ヲ
以
度
々
御
約
、
御
不
審
之
趣
御
尤
二
奉
存
候
、

御
極
印
等
敷
相
見
へ
候
ハ
右
柱
替
二
取
扱
候
翻
金
棒
之
跡
二
て
、
御
極
印

二
て
ハ
無
御
座
候
、
乍
併
子
年
方
ハ
八
九
年
も
年
数
経
候
木
柄
村
方
へ
も

相
届
不
申
、
折
悪
敷
相
用
ひ
紛
敷
段
被
仰
聞
、
此
所
二
お
ゐ
て
ハ

兎
角
も
無
御
座
候
得
共
、
内
実
風
折
木
二
相
違
無
御
座
候
、
此
段

宜
敷
御
取
成
被
下
候
様
御
歎
申
上
候
、
右
御
尋
二
付
口
上
書
ヲ
以
申
上
候
、
已
上

中
屋
郷
百
姓
六
三
郎

同
右
同
人
弟
幸

作

右
ハ
此
度
洪
水
之
節
、
流
材
木
之
儀
二
附
御
不
審
筋
被
為
在
、
村
内

相
し
ら
へ
様
子
可
申
上
旨
御
談
之
趣
ヲ
以
村
内
聞
探
申
候
処
、
右
之
者
共

不
審
之
風
評
も
御
座
候
一
一
附
呼
出
し
、
段
々
相
約
申
候
処
、
前
段
口
上
書

之
通
申
出
仕
候
、
此
余
宜
敷
御
判
談
之
程
奉
希
候
、
為
其
口
上
書

取
次
奉
差
上
候
、
巳
上

申
八
月

p
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右
之
通
書
付
相
調
差
上
申
候
処
御
談
込
無
之
、
何
分
今

一
応
念
入

相
約
メ
、
様
子
可
申
出
旨
被
仰
聞
候
二
付
、
又
々
呼
出
し
相
約
、
左
之
通

口
上
書
差
上
置
候



令 令

落
丁
等
有
り
ま
し
た
ら
、
次
例
会
の
際
に
で
も
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

次
期
テ
キ
ス
ト
「
村
上
家
乗
・
嘉
永
六
年
」
を
配
り
ま
す
。

二
、
指
摘
・
意
見
・
質
問
•
他
諸
々

墨
美
智
子
さ
ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

次
例
会
は
、

三
月
四
日
（
第
1
土
曜
日
）
午
後

一
時
半
方

於
第

一
•

第
二
研
修
室
で
す。

第
二
研
修
室
白
板
を
前
と
し
ま
す。

当
日
の
会
場
当
番
は
、

A
1
班
及
び
B
1
班
で
す
。

四
月
例
会
は
、

五
月
例
会
は
、

四
月
十
五
日
（
第
3
土
曜
日
）

五
月
士
二
日
（
第
2
土
曜
日
）

三
、
報
告
•
お
知
ら
せ

令
会
員
動
静

退
会

A
3
班

p
6
4
↓
木
文
字
2
行
目

な
し

で
す
。

で
す
。

一
応
全
て
の
ペ
ー
ジ
が
有
る
こ
と
を
確
認
し
て
下
さ
い
。

表
紙

・
中
表
紙
．
p
1
S
p
1
7
2

計
8
9
枚
で
す
。

一
、
先
月
の
解
読
文
活
字
読
み
の
確
認
点

『
可
申
聞
者
ー
』
傍
線
部
に
『
也
』
ヌ
ケ

先
月
参
考
資
料

彦
右
衛
門
の

．
．
．
．
 
「
五
八
霜
」

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
国
立
国
会
図
書
館
が
全
国
の
図
書
館
等
と
協

同
で
構
築
す
る
調
べ
物
の
た
め
の
検
索
サ
ー
ビ
ス
）
で
調
べ
る
と
、
呉
婆
々
宇
山
（
ご

さ
そ
う
ざ
ん
）
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
「
国
府
山
」
「
御
山
荘
山
」
「
五
差
層
」
「
五
八

霜
」
「
五
社
宗
山
」
「
五
山
荘
山
」
等
諸
説
有
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

呉
婆
々
宇
山
i
府
中
町
の
北
東
方
に
そ
び
え
る
海
抜
6
8
2
.2

メ
ー
ト
ル
の
山
で
す
。
軽

登
山
さ
れ
る
方
は
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
が
、
府
中
町
の
水
ハ
晶
忠
ヽ
高
尾
山
か
ら
、
又
、

反
対
の
馬
木
や
森
林
公
園
方
面
か
ら
登
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

p
6
0
_
1
行
目
「
社
倉
」

「
社
倉
」
の
説
明
は
、
参
考
資
料
（
令
和
4
・
11 
・
 
1

2

)

3

の
⑳
に
あ
り
、
九
月
例

会
資
料
裏
面
の
芸
藩
通
史
絵
図
に
場
所
が
記
し
て
あ
り
ま
す
。
其
の
直
ぐ
近
く
の
小
山

の
上
に
「
景
政
社
」
と
有
り
ま
す
。

・
・
・

裏
面
に
つ
づ
く

．
．
．
 

゜ ゜

⑤
 

羮
常
羮
汰
寄
り
道
、
回
り
道
、
迷
い
道

―
町
は
、
約
百
メ
ー
ト
ル
X
百
メ
ー
ト
ル
、
野
球
が
で
き
ま
す
ね
。

ア
ー
ル
平
米 坪

農
地
の
面
積

"
,
T‘""}"□1
"9
立ー-,
,t,
*
1
,
,Jr,
「
rt
,
ナ
ヤ
,,
,
1,,
i，守互
＇立＂｛
，窃

令
和
五
年
二
月

(
1
¥
2
8

実
施
）
例
会
資
料
（
一
月
分
後
追
い
）

八
木
村
旧
記
控
帳
p
4
7
S
p
6
1

0

参
考
資
料
（
令
和4
•

1
2
 •
3
)
4
の
⑤
「
町
・
反
・
畝
」

息
忍
常
＊
萬
津
箱

迂
丹
屈
＊
＊
（
余
談
）
器
器
器
‘
f
_
9立
‘
9
菜
常
常
唸
捻
＇
’
'
捻
森
常
＊



つ
い
で
に
「
権
五
郎
」
に
つ
い
て
、

グ
ー
グ
ル
マ

ッ
プ
で
見
る
と
絵
図
に
似
た
地
形
の
城
山
に
「
権
五
郎
神
社
」
や
八
木
城

跡
が
有
り
ま
す
。

「権
五
郎
」
で
グ
グ
っ
て
み
る
と

で
活

香
川
氏
は
桓
武
平
氏
の

一
族
と
言
わ
れ
る
が
、
鎌
倉
に
住
み
「
後
三
年
の
役
」

躍
し
た
鎌
倉
権
五
郎
景
正
を
祖
と
し
て
崇
敬
し
て
い
る
。

後
に
、
経
高
が
相
模
国
香
川
村
（
現
在
の
神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
あ
た
り
）
に
住
ん
だ
こ

と
か
ら
、
地
名
の
“
香
川
”
を
姓
と
し
た
。

経
高
は
源
頼
朝
に
仕
え
源
平
の
合
戦
な
ど
で
活
躍
し
、
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
と
な
っ

た
。
「
承
久
の
変
」
(
1
2
2
1
)
で
は
経
景
に
戦
功
が
あ
り
安
芸
国
佐
東
郡
八
木
村
（
広
島
市

安
佐
南
区
八
木
）
の
地
頭
職
を
賜
り
、
当
初
代
官
を
派
遣
し
て
い
た
が
、
そ
の
子
、
景

光
が
釈
迦
山
（
現
在
城
山

6
9
.2
m
)

に
城
（
八
木
城
）
を
築
い
て
定
住
を
し
、
領
地

を
直
接
お
さ
め
た
。

こ
の
香
川
氏
は
何
代
に
も
わ
た
り
、
同
時
期
に
安
芸
国
の
守
護
と
な
っ
た

「安
芸
武

田
氏
」
に
従
っ
て
熊
谷
氏
と
と
も
に
有
力
な
家
臣
と
し
て
武
田
氏
を
支
え
た
。
し
か
し
、

最
後
は
毛
利
氏
に
服
属
し
、

一
族
は
吉
川
氏
に
も
仕
え
た
。

・
・
・
中
略

．
．
．
 

現
在
史
跡
と
し
て
残
る
も
の
は
少
な
い
が
以
下
の
も
の
を
写
真
で
紹
介
す
る
。

＊
香
川
氏
が
築
城
、
広
島
城
下
に
移
る
ま
で
居
住
し
た
「
八
木
城
跡
」

＊
香
川
氏
の
始
祖
を
祭
っ
た
「
権
五
郎
神
社
」

＊
数
か
所
に
残
る
郭
や
そ
こ
に
見
ら
れ
る
わ
ず
か
な
石
垣
な
ど

・・

・
・
後
略

(
H
P
歴
史
情
報
1
1
個
別
情
報
1
1
方）

「
景
正
（
政
）
」

1
1

「
権
五
郎
」
と
云
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

「
八
木
城
跡
」
は
高
瀬
大
橋
西
詰
の
少
し
北
に
有
り
ま
す
。

と
云
う
こ
と
は
、
「
社
倉
」
の
有
っ
た
場
所
は
現
在
の
高
瀬
大
橋
西
詰
近
辺
S
八
木
取
水

場
の
辺
り
と
思
わ
れ
ま
す
。

因
に
、
大
蛇
退
治
の
香
川
勝
雄
は
、
戦
国
時
代
八
木
城
城
主
香
川
光
景
の
臣
と
さ
れ
る

が
光
景
の
子
と
の
説
も
あ
る
。
・
・
・
・
・
・

一
族
に
は
違
い
な
い
。

』

歌
舞
伎
十
八
番
冨
国

【し
ば
ら
く
】』
の
主
人
公
で
す
。
悪
人
に
今
に
も
切
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
人
々
を
救
う
た
め
に
、
「
し
ば
ら
く
、
し
ば
ら
く
」
と
声
を
か
け
花
道
か
ら
登

場
す
る
正
義
の
味
方
で
す
。
典
型
的
な
荒
事
の
役
で
、
衣
裳

．
婁

・
小
道
具
な
ど
は
カ

強
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
誇
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
顔
に
は
筋
隈
を
取
り
、
五
本
車
饗
の

婁
実
際
よ
り
大
き
く
作
ら
れ
て
い
る
武
士
の
正
装
大
紋
を
着
て
い
ま
す
。
使
用
す
る

太
刀
も
3
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
り
実
際
よ
り
も
大
き
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
日
本
芸
術
文
化
振
興
会

・
文
化
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
方
）

歌
舞
伎
を
見
た
こ
と
が
無
い
人
で
も
、

一
度
や
二
度
は
こ
の
姿
の
写
真
や
絵
を
見
た
こ

と
が
有
る
で
し
ょ
う
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
会
式
で
市
川
海
老
蔵
が
演
じ
た
そ
う
で

す
が
、
私
は
開
会
式
を
見
て
い
な
い
の
で
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

鎌倉権五郎



： ・・

p
7
5
 

組
合
割
庄
屋

横
山
直
二
郎
殿

申
六
月
四
日

p
7
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沼
田
郡
八
木
村
鮎
切
川
漁
の
儀
に
附
き
お
願
い
書
き
附
け

沼
田
郡

覚

八

木

村

一
当
村
川
漁
の
者
鮎
切
川
漁
の
儀
に
附
き
近
年
度
々
お
願
い
申
し
上
げ
候
ら
え
共
、

い
ま
だ
何
た
る
御
沙
汰
も
仰
せ
付
け
ら
れ
ず
、
之
れ
に
依
り
漁
師
共
よ
り
切
川
漁

p
7
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頻
り
に
歎
き
出
申
し
候
間
、
何
卒
お
慈
悲
を
以
て
御
赦
免
仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
候
様

お
願
い
申
し
上
げ
候
。
素
よ
り
切
り
川
漁
の
儀
に
附
き
候
て
は
、
当
郡
御
支
配
の
内
計
り
成
り
共

お
聞
き
届
け
に
相
成
り
候
様
お
歎
き
申
し
上
げ
候
処
、
右

一
条
は
御
判
談
中
に
之
れ
有
り
候
附
き

中
調
子
村
漁
師
共
槙
ノ
瀬
切
川
漁
の
外
一
切
相
成
り
申
さ
ざ
る
旨
漁
師
共
ヘ

示
し
置
き
候
様
去
々
年
か
笠
間
彦一

様
御
廻
村
の
翻
お
示
し
在
ら
せ
ら
れ
候

儀
も
御
坐
候
ら
え
共
、
何
様
（
な
に
さ
ま
）
渡
世
向
き
の
儀
に
も
御
座
候
。
然
る
処
高
宮
郡
叶
且
休

下
深
JI村

漁
師
共
当
村
の
内
に
て
切
川
漁
仕
り
候
。
之
れ
に
依
り
当
村
漁
師
共
殊
の
外
憤
り
（
い
き
ど
お
り
）、

頻
り
に
歎
き
出
申
し
候
に
附
き
、
早
々
厚
く
御
判
談
遣
わ
さ
せ
ら
れ
、
何
れ
の
道
に
も
相
叶
い
候
様

宜
し
く
仰
せ
上
げ
ら
れ
下
さ
れ
候
様
、
此
の
段
書
き
附
け
を
以
て
又
々
お
歎
き
申
し
上
げ
候
。
已
上
。

庄
屋

甚
右
衛
門

但
し
此
の
書
き
付
け
は
調
え
（
と
と
の
え
）
替
え
差
し
上
げ
候
様
松
浦
様
よ
り

お
談
じ
御
座
候
に
付
き
則
ち
調
え
替
え
差
し
上
げ
候
。
控
え
は

外
漁
師
一
件
帖
に
之
れ
有
り
。

p
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十
六
沼
田
郡
八
木
村
此
の
度
浜
田
様
お
国
替
え
に
附
き
当
村
お
渡
り
場
先
年
取
り
計
ら
い
方
申
し
上
げ
書
き
附
け

沼
田
郡

覚

八

木

村

一
此
の
度
浜
田
様
お
国
替
え
に
附
き
、
先
年
お
国
替
え
の
節
当
村

お
渡
り
場
お
渡
し
船
出
し
方
、
村
方
取
り
計
ら
い
等
の
書
類
差
し
上
ぐ
べ
き
旨
仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
、

畏
み
奉
り
相
尋
ね
申
し
候
ら
え
ど
も
、
以
前
の
書
類
御
座
無
く
候
。
勿
論
是
迄
御
大
切
の
御
用

通
り
の
お
方
御
通
行
の
節
は
お
渡
し
船
都
て
高
宮
郡
下
四
日
市
村
よ
り

相
勤
め
来
た
り
申
し
候
。
凡
そ
四
五
十
年
以
来
見
聞
仕
（
し
）
居
り
申
し
候
処
、
尚
又
右
村
役
人
中
へ
も

p
7
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同 同

甚
兵
衛

弥
九
郎

与
頭

六
兵
衛



沼
田
郡
お
役
所 申

八
月
十
五
日

同 同

甚
兵
衛

弥
九
郎

相
尋
ね
申
し
候
処
、
左
の
通
り
に
御
座
候
。

一
宝
暦
九
年
卯
月
十
八
日
周
防
守
様
お
国
替
え
に
付
き
御
上
使

御
通
行
の
節
お
渡
し
船
七
艘
内
＿
疇
疇
疇
“
高
宮
郡
下
四
日
市
村
よ
り
罷
り
越
し

相
勤
め
申
し
候
由
に
御
座
候
。

川
役
人
と
し
て
下
四
（
日
脱
力
）
市
村
与
頭
壱
人
、
船
差
し
壱
人
、
当
村
与
頭
壱
人
罷
り
出
申
し
候
。

沼
田
郡
お
番
組
様
お
弐
人
、
お
出
役
人
三
人

高
宮
郡
お
番
組
様
お
弐
人
、
お
出
役
人
三
人

右
は
下
四
日
市
村
役
人
中
へ
相
尋
ね
申
し
候
処
か
く
の
如
く
に
御
座
候
。

一
大
森
お
代
｛
貝
様
御
通
行
の
節
、
下
四
日
市
村
よ
り
お
渡
し
船

p
7
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五
艘
内
＿疇
疇
麟
罷
り
越
し
相
勤
め
申
し
候
。

川
役
人
と
し
て
下
四
日
市
村
与
頭
壱
人
、
船
差
し
壱
人
、
当
村
与
頭
壱
人
罷
り
出
申
し
候
。

当
郡
お
番
組
様
お
壱
人
、
御
出
張
お
出
役
壱
人
、
当
村
庄
屋
罷
り
出
候

一
浜
田
様
お
上
り
下
り
お
渡
し
船
右
同
断
。

川
役
人
右
同
断
の
事
。

右
浜
田
様
御
老
中
様
の
節
に
は
当
郡
お
番
組
様
お
壱
人

御
出
張
、
当
村
庄
屋
お
渡
り
場
へ
罷
り
出
候
。

一
浜
田
御
家
中
様
棚
倉
へ
お
引
越
し
お
先
立
ち
の
分
、
当
月
二
旦
二
日
頃
よ
り

十
日
頃
迄
に
凡
そ
四
百
人
計
り
も
御
通
行
御
座
候
ら
え
共
、
可
部
町
よ
り
お
船
下
り
に
て

p
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陸
地
御
通
行
は
御
座
無
く
候
。
此
れ
已
後
お
引
越
し
の
分
も
定
め
て
お
船
下
り
に
て

御
座
有
る
べ
く
候
と
御
座
候
。

一
館
林
御
家
中
様
御
両
人
先
達
て
浜
田
へ
御
通
行
の
節
、
下
四
日
市
村

役
人
中
可
部
町
へ
お
呼
び
出
し
、
御
示
談
に
は
、
追
々
館
林
御
家
中
浜
田
へ
引
越
し

之
れ
有
る
節
、
渡
し
船
の
儀
先
例
は
菟
も
角
も
、
差
し
問
え
之
れ
無
き
様
相
頼
む
と
の
お
談
じ
に
付
き
、

其
の
段
お
請
け
合
い
申
し
上
げ
ら
れ
候
由
に
御
座
候
。

一
右
の
通
り
御
通
行
の
節
は
当
村
横
渡
し
船
も
手
伝
い
渡
し
来
た
り
申
し
候
。

其
の
外
内
々
諸
国
御
家
中
様
御
通
行
の
節
は
当
村
横
渡
し
船
に
て
渡
し
来
た
り
申
し
候
。

一
右
御
通
行
の
節
、
お
渡
り
場
浜
調
え
、
当
村
よ
り
相
調
ぇ
来
た
り
申
し
候
。
尤
も
夫
賃
米

p
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出
し
方
、
郡
村
割
り
定
例
に
御
座
候
。

右
は
お
尋
ね
に
附
き
、
頭
書
き
に
し
て
差
し
上
げ
奉
り
候
。
已
上
。

庄
屋

甚
右
衛
門

与
頭

六
兵
衛



郡 村

；から十歩一

藩用材の

0惣山守(2~3名）
・山守役ともいう
・大割庄屋格
※大割庄屋は享保3年（1718)以降
割庄屋と改称

0小山守(1名）
・下山守ともいう
・村毎におく
・藩有林の管理育成
・身分は百姓

行の所管
t，勘定奉

：改称し，一

管理や城下
をを職務とし

・→「郡廻り」

t，勘定奉

担コ
fの所管
木場所管
10年）

0惣山守を廃止→郷目付をおく
・郷目付は代官厄に属し，「郡廻り」の
指示を受けた

0小山守→山番と改称
・庄屋が任命する
・村毎におく
・村役人の指示を受けて，村内の藩
有林の管理・育成野山・腰林の保
護取締りに当たった
・給分はおおむね3斗～5斗…村よ
り支給
※山の大小・遠近によって異なる

県
立
文
書
館
所
蔵
・
安
佐
郡
村
役
場
文
書

「
八
木
村
旧
記
諸
控
帖
」
参
考
資
料

（令
和
5
.
3
.
3
)
7

①

広
島
藩
に
お
け
る
山
林
支
配
の
変
遷

1山奉行の 閾名）

屯 1又人・山番の監督
・村方からの林野の利用等に関する
諸願についての下吟味と
※割庄屋格の者から選任
※厘米の中から若干の
※宝暦7年(1757）～明和
(1765)に廃止されたが廃藩までお
か

0山番
・官林を巡視・保護
•山目付の官林巡回時に送迎随従す
る
・樹木伐採時には村役人と共に立会

し‘
・給米は町村より厘米から支給ただ
し厘米の中から代官所が支給する村
あり
※山番は宝暦7年（1757)~10年に
一時廃止

ヽ

の取扱い
受けとする
ピする

り引受けと

改役＿

両村二而不正之嘉繋贔賃器ル誓閾塁盃円益孟努裂器界塩惰］喜贔均翌塁り

〇「御山方改役」
えられる。
□「下山番」
0この用語は天保11年(1840)の横山家文書の中に見られ，給米は2斗と
ある。
0「下山番」とは，山番の補佐役として，村ごとに置いたと考えられる。

4丸として，庄屋格の者から選ばれたと考

御山方・材
する

氏が平成6年4月～平成9年7月に講義した横山家文書「役用諸拍帳」（文化9年）で配付
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一
従
先
年
被
仰
付
御
法
度
之
通
堅
可
相
守
事

一
御
立
山
・
御
留
山
井
御
立
藪
・
御
留
藪
有
之
村
者
、
山
守
・
藪
守
切

切
廻
り
竹
木
一
本
一
「而

も
本

伐

割
夏

弔

t
且
現
利
刻
封
倒
印
引
圃

〗

-
口
ょ
ら
す
松

ど
・`
杉
・
檜
・
[

•桑
・
桐
．

／

棟
・
楠
・
樫
伐
採
申
間
敷
候
、
尤
御
用
之
御
材
木
伐
申
刻
御
断
申
上

伐
り
可
申
事

一
桐
ハ
百
姓
腰
林
・
屋
敷
廻
り
＿
一
梱
可
申
ー
、
御
用
＿
一
被
召
上
候
ハ
相

応
二
銀
子
被
下
、
又
ハ
自
分
之
入
用
之
刻
、
御
断
申
上
候
者
可
被
下

候
旨
奉
得
其
意
侯
事

覚

／
②

布
篇
藩
に
お
け
る
山
方
の
取
締
り

――六
0

「
竹
原
下
市
覚
書
」
（
元
禄
十
四
）

一
道
橋
井
手
川
除
樋
木
井
百
姓
家
材
木
伐
り
申
候
刻
、
御
切
手
前
之
外

一
本
も
伐
り
添
申
間
敷
候
、
猥
之
儀
以
来
被
聞
召
届
候
者
急
度
曲
事

ニ
可
被
仰
付
事

一
か
く
い
掘
松
節
ぬ
き
取
申
間
敷
事

一
切
畑
帳
面
之
外
壱
歩
も
仕
間
敷
事

一
山
猥
＿
＿
焼
申
間
敷
候
、
草
山
焼
申
刻

＾
御
断
申
上
可
任
御
意
事

一
野
山
二
而
も
竹
木
立
候
而
可
然
所
御
座
候
者
可
申
上
之
旨
、

是
又
奉

得
其
意
事

ー

1
|
_
,
'
|

—
ー
ー

一
沖
拾
歩
一
之
儀
浦
々
嶋
々
吟
味
仕
、
抜
荷
ハ
不
及
申
上
積
荷
高
下
無

御
座
候
様
二
相
改
、
御
運
上
銀
取
立
、
沖
拾
歩
御
下
代
衆
へ
相
渡
請

取
手
形
取
置
申
、
壱
ヶ
月
切
―
―
帳
ー
一
仕
差
上
ヶ
可
申
事

一
山
方
御
下
代
井
御
内
衆
ー
一
至
迄
、
礼
銀
・
礼
物
何
二
も
馳
走
か
ま
し

き
儀
仕
間
敷
事

固

二

0
二
号
と
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
以
後
、
こ
の
形
式
で
毎

年
正
月
に
村
々
か
ら
請
書
を
さ
し
だ
さ
せ
て
い
る
。

＇ 

『
広
島
県
史
』
近
世
資
料
編
I
I
I

年代 藩 府

寛永 15年(1638) 0白島に運上場を設置
・積下す葛籠・藤山折敷与
税を徴収する

慶安3年(1650) 0山奉行を置く
・郡廻りの兼務
・運上場を管理下におき
管理にあたる

正徳5年(1715) 0山奉行を廃止→勘定司
・御山方支配とその事務I
行の年番となる
・運上場を「御山方役所」
部を材木場と称した
・材木場は藩用材の収紺
の材木問屋への払下げ：
た

享保12年(1727) 0勘定奉行の所管を廃l
(J)兼務
・｛卸山方支配とその事務
行の年番になる
・御山方の職務を3部に
・林野の管理・・代官所
・林野の植林…植木奉
・木材・炭等の管理…わ
0植木奉行の新設（享保
•各種木苗の等の管理
・植林が主な任務

享保18年(1733) 〇「郡廻り」の兼務を解く＇
設置
・郡中の山林支配

宝暦8年（1758) 0山奉行の廃止「郡廻り
・御建山の支配は代官弓
・材木場は勘定所引受け

天明5年(1785) 0勘定奉行の取扱い

1 
・材木場一円を勘定奉行
する

天保8年(1837) | 0山奉行の職制を止め，
1木場を勘定奉行引受けと

NQ 1 
＊古文書解読同好会（第1)で．講師の金岡照

l土資料左西村力で芸干改穿l,、て表示l,t←-̂



公
共
用
の
利
用
御
建
山
、
御
留
山
の
材
木
を
利
用
す
る
楊
合
は
、
そ
の
目

的
と
必
要
材
木
の
大
き
さ
、
寸
法
、
本
数
を
書
い
て
願
出
れ
ば
許
可
さ
れ
た
。

④
御
建
山
・
御
留
山
の
材
木
利
用

処
罰
御
建
山
・
御
留
山
そ
れ
に
腰
林
な
ど
を
荒
し
た
り
盗
伐
し
た
者
は
処

罰
さ
れ
た
。
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
定
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
処
罰
が
規

定
さ
れ
て
い
た
。

一
、
御
建
山
の
立
木
を
盗
伐
し
た
者
は
領
分
追
放

云

右
に
同
意
し
て
手
伝
っ
た
者
は
郡
追
放

三
、
同
じ
く
手
伝
っ
て
松
枝
を
伐
っ
た
者
牢
舎
一

0
日

四
、
人
に
依
頼
し
て
小
松
を
盗
伐
さ
せ
た
者
郡
追
放

五
、
私
林
を
盗
伐
し
た
者
牢
舎
三

0
日

六
、
御
上
の
許
を
得
ず
私
林
を
伐
っ
た
者
追
込
一
五
日

七
、
同
じ
く
そ
の
材
木
を
買
取
っ
た
者
木
品
取
上
げ

八
、
他
人
が
山
番
を
つ
と
め
る
の
を
ね
た
み
、
そ
の
落
度
に
な
る
よ
う
官
林

を
荒
し
た
者
、
所
持
品
取
上
げ
欠
所
、
村
内
引
回
し
の
上
領
分
追
放

九
、
右
に
賛
成
し
た
者
所
持
品
取
上
郡
追
放

で
あ
っ
て
、
そ
の
手
続
き
は
、
御
建
山
な
ど
の
官
林
は
山
番
か
ら
山
目
付
、
山

目
付
か
ら
御
山
方
へ
、
御
山
方
か
ら
郡
奉
行
に
わ
た
り
郡
奉
行
は
代
官
に
下
ろ

し
、
代
官
所
に
お
い
て
こ
の
犯
罪
人
を
捜
査
し
て
、
相
当
の
罰
を
決
定
し
、
ま

た
こ
の
こ
と
を
上
申
し
て
御
山
方
へ
通
知
す
る
仕
組
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
腰
林
な
ど
の
私
有
林
は
山
番
よ
り
庄
屋
に
申
出
、
庄
屋
よ
り
割
庄
屋

に
差
出
し
、
割
庄
屋
は
こ
れ
に
奥
書
し
て
代
官
に
上
申
．
罪
科
を
決
め
郡
奉
行

に
差
出
し
、
郡
奉
行
は
こ
れ
を
御
山
方
に
回
送
し
、
異
存
が
な
け
れ
ば
、
は
じ

め
て
罪
が
決
定
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
微
罪
は
村
で
片
付
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
9

町
妍
ね
を
拾
i
i

っ
て
も
罪
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
湯
合
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り

村
限
り
で
す
ま
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

③
広
島
藩
に
お
け
る
山
林
違
反
者
の
処
分

り
勺
i
天
保
七
年
（
＿
八
三
六
）

）
 

元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
五
月
、
八
木
村
は
雨
池
樋
修
繕
用
の
材
木
七
本

を
、
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
、
木
の
廻
り
な
ど
を
芦
い
て
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
御
山
方

は
、
御
建
山
の
成
ル
山
の
木
を
切
っ
て
よ
い
許
可
を
貰
っ
て
い
る
。

六

本

正

芸

心

さ

な

ッ

松

右
者
沼
田
郡
八
木
村
雨
池
く
り
樋
仕
替
入
用
材
木
同
村
野
山
阿
ふ
山
に
而
遺

し
候
条
村
役
人
立
合
念
入
見
斗
伐
取
可
申
者
也

元

文

五

年

四

月

御

・
山

方

⑲

・
沼
田
郡
八
木
村庄
屋
組
頭
共
ヘ

そ
の
他
、
橋
の
替
か
え
な
ど
の
際
は
利
用
で
き
た
。
こ
と
に
幕
府
か
ら
の
御

巡
見
使
が
通
行
す
る
際
は
惜
し
み
な
く
木
を
伐
り
出
し
、
橋
な
ど
の
修
理
を
さ

せ
て
い
る
。

さ
き
に
も
書
い
た
よ
う
に
八
木
村
に
は
簗
所
が
あ
っ
た
の
で
こ
れ
に
使
用
す

る
た
め
の
も
の
は
、
指
定
さ
れ
た
山
か
ら
切
る
こ
と
が
で
き
た
。
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
こ
の
簗
所
は
中
止
と
な
り
、
簗
方
御
用
山
は
、
阿
武
山
後
平
に

あ
る
銅
山
方
に
引
渡
さ
れ
た
。
こ
の
銅
山
は
明
治
時
代
再
発
掘
さ
れ
た
こ
と
が

あ
る
が
、
貧
鉱
で
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
。

家
を
建
て
る
場
合

ー
・
・
ー
r
`
‘
r
r

fL
iー！

‘_-‘ 

建
築
材
の
利
用

覚
．

（二）

中
か
ら
許
可
さ
れ
た
。
腰
林
は
個
人
持
の
山
と
い
っ
て
も
、
松
な
ど
主
用
材
木

は
勝
手
に
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、
必
ず
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。
た
と
え
他
人

が
家
を
建
て
る
場
合
で
も
、
誰
兵
衛
の
腰
林
の
木
を
何
本
と
い
わ
れ
れ
ば
否
と

は
い
え
な
か
っ
た
。
と
く
に
火
事
な
ど
で
多
く
の
材
木
が
必
要
な
場
合
は
こ
の

手
段
が
と
ら
れ
て
い
る
。 個

人
の
家
を
建
て
る
場
合
は
、
願
書
を
出
せ
ば
腰
林
の



・産地・産出額

品 名 産出嚢

産地

山佐沼高高豊安賀
県伯田宮田田芸茂

,1,
 

杉ひ

松

栗

さ

椴

栂

含，ー
，
杉
和

浅 木

木

臨

ち

黄

枇

弓

檜
一
樫
桐
槻
槙
漆
桑
な

同上

同上

平物

同上

同上

同上

材
い

揚

杷

木

上
上
上
上
上
＿
太
上
上

同

同

同

同

同

同

丸

同

同

同上

皮付丸太

や
丸

J
 

ぶ＂

0
六
月
ゞ

F尺
夜

大

雷

雨

．

十

二

日

醜

大

洪

水

マ

こ

な

り

、

元

安

橋

猫

屋

口

門

肺

田

楼

等

皆

落

栗

・

立

町

・

入

丁

堀

邊

は

．

城

葦

の

水

溢

れ

て

道

路

を

浸

し

．

徒

渉

す

る

こ

と

を

得
す
‘
舟
に
采
り
て
往
心
す
る
に
至

5
閲

田

畑

の

損

害

高

二

十

五

萬

五

千

五

百

十

七

心

：

第

三

巻
（
大
正
十
二
年
）
0

村
岡
浅
夫
編
『
広
島
県
方
言
辞
典
』
2
 
01 z
 

暁
天
よ
り
大
洪
水
と
な
り
、
猫
屋
橋
ま
る
で
落
ち
流
れ
、
元
安
橋
半
分

流
れ
、
人
損
じ
も
こ
れ
有
り、•
ま
た
神
田
橋
も
四
五
間
程
落
ち
流
れ

、

西
土
橋
大
洲
の
橋
も
落
ち
し
由
、
運
上
場
に
て
一
丈
七
寸
、
元
安
橋
に

て
七
尺
余
、
さ
れ
ど
も
い
づ
方
も
堅
固
に
守
り
し
や
、
切
れ
崩
れ
た
る

沙
汰
な
し
、
尤
も
的
；
水
損
多
し

•

O

進

ロ

・

[

0

[

]

]

且

房

）

⑧
 

塁

】

い

g

n
ウ

（

カ

ウ

R

)

芦

鬱

呼

日

①

は

さ

t
o
「
絞
刀
」
②
は
さ
芦
き
る
。
〔
梅
尭
臣
・
依
＞

・
韻
和
ー
ー
宜
城
張
主
簿
見
＞
贈
詩
〕
「
美
錦
同
蒻
絞
」
③
か

ざ
り
。
装
飾
°
〔
顔
延
之
・
諸
白
馬
賦
⑩
〕
「
宝
絞
品
纏
J

④
「
釘
絞
恭
」
は
、
飾
り
を
つ
け
た
金
具
。
ま
た
、
銅
器
職

人
。
〔
称
謂
録
・
百
工
〕

園
困
形
声
。
意
符
の
金
（
金
屈
）
と
、
音
符
の
交
”
（
は
さ
む

意

11灰
”
)
と
か
ら
成
る
。
金
属
製
の
挟
む
道
具
、
は
さ
み

の
意
。

眉
塁
＾
す
｀
醤
＾
サ
ミ
ヽ
函
岡
）
力

n.^
ナ
ミ

【
＊
絞
刀
】
究
が
り
）
は
さ
み
。
〔
李
架
・
五
粒
小
松
歌
〕
「
細
―

束
竜
髯
＿
鋏
刀
剪
r
／
固
割
ヶ
ヌ
キ
．
＾
サ
ミ

◇
絞
具
竺
竺
心
吋
＞
釘
絞
託

『
角
川
大
字
源
』

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）

と
こ
う
は
な
い
各
地
申
し
分
、
異
存
は
な
い

眉
彼
此
無
し
の
意
、
結
構
、
文
句
な
し
愛
知
」

C
aI
 

倫

た

＇

ば

）か
百
こ
謀
）
霰
ラ
四
l

(

に

止
ーは

mあ
れ
こ

•
こ
田
れ
と
し
っ
く
り
考
え
る
。
手
段

4
a
g
な
ど
力
凡
刈
コ
n
グ
と

・

思
い
め
ぐ
ら
す
。
工
夫
し
て
処
理
す
る
。
●
書
紀
I
皇
極
四
年

望

＼

0
、
た
ら
し
か
＠
相
談
す
る
。
謀
議
す
る
。
か
た
ら
う
。

作
な
に
け
る
よ
」
＠
相
手
に
誘
い
か
け

9
i

成
る

に
i
i
さ
せ
る
；
且

ヤ
迂
生
し
欺
＜
·
こ
主
カi
す
~
津
保
＇
忠
こ

と

J
も払

板

板

扮

炭

炭

炭

束

木

田

木

木

木

葛

皮

を

町

挽

挽

屋

吐

栃

櫃

檜

朴

山

山

長

[

冶

薪

大

管

保

竿

切

g

庄

ー

l
叫
『

鵜
に

椴

松

杉

御

焚

鍛

松

松

松

水

瀬

枕

藤

杉

藩

筏

島
り
。

芸

心

乎物

角木

25,200 

9,000 

6,000 

150 

900 

l, 000 

100 

板
・
扮

0

0

 炭

薪

木

上

上

上

丸

同

同

同

同上

同上

同上 同上

1寸掛6歩掛 (1間5~9枚）

同上（同上）

1丸3束結 (1束750枚宛） ・

竿炭、細炭、輪炭、枝炭

上炭（7.3貫俵）並炭 （6.3貫俵）

松、栗共 (6斗俵）

長1尺5寸 2尺手把
長 2尺 3尺手把

同上

1尺5寸手把

石

餘

に

及

ふ
｀
 
天
保
七
年
(
-
八
三
六
）

そ

の

他

700間

300間

820丸
（人用を積
臨時に出）

26,000俵

20,500俵

53,000束

100把
2,500束

水 叫」髯嬰

000000 
000 0 
00000 
00000 
000 
000 
00 0 
00000 
00 0 
00 00 
00 
00 
00 

゜
゜゚
゜000 000 
00 

000 

000 

の
水
害

（＿） 

゜
00 
0 00  

゜00
0
 




